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一
、
六

勝
寺

の
成

立

六
勝
寺
と
は
、
ま
つ
白
河
天
皇
が
御
願
寺
と
し
て
承
暦
元
年

(
一
〇
七
七
)
十

二
月
十
八
日
に
供
養
を
行
わ
れ
た
法
勝
寺
と
、
堀
河
天
皇
が
法
勝
寺
の
西
に
康
和
四
年

(
=

〇

二
)
七
月
廿

一
日
に
建
立
さ
れ
て
供
養
さ
れ
た
尊
勝
寺
、
さ
ら
に
は
鳥
羽
天
皇
が
元
永
元
年

(
一
一
一
八
)
十

二
月
十
七
日
に
法
勝
寺

の
東
に
建
立
さ
れ
た
最

勝
寺
お
よ
び
大
治

三
年

(
一
一
二
八
)

三
月
十

三
日
に
待
賢
門
陀
璋
子
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
円
勝
寺
、
そ
し
て
ま
た
崇
徳
天
皇

に
よ
り
保
延
五
年

(
一
一
三
九
)
十
月

二
十
六
日
に
供
養
を
遂
げ
ら
れ
た
成
勝
寺
、
さ
ら
に
は
近
衛
天
皇
が
久
安
五
年

(
=

四
九
)
に

建
立
さ
れ
た
延
勝
寺
を
指
す
。

そ
し
て
、

そ
の

寺

々
に
は
そ
れ
ぞ
れ

「
勝
」

の
寺
名
を
附
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
れ
を
分
類
す

る
と
天
皇
の
御
願
寺
が
五
ケ
寺
、
女
院
の
御
願
寺
が

一
ケ
寺
と
な

っ
て
い
る
が
、
女
院
の
御
願
寺
は
美
福
門
院

の
歓
喜
光
院
、
八
条
院

の
蓮
華

心
院
、
毅
富
門
院
の
蓮
華
光
院
等
の
院
号
を
付
し
た
寺
院
が
多
い
の
に
対
し

て
、
待
賢
門
院
の
御
願
寺

の
み
が
六
勝
寺
の
中

に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
待
賢
門
院

が
崇
徳
天
皇

の
国
母
で
あ

っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
天
皇
の
御
願
寺
と
同
格
に
あ

つ
か
わ
れ
た
結
果
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
六
勝
寺
の
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
法
勝
寺

は
白
河
天
皇

の
即
位
後
六
年
、
尊
勝
寺
は
堀
河
天
皇
の
即
位
後
十
七
年
、
ま
た
白
河
院
政
が
初
ま

っ

て
よ
り
十
七
年
、
さ
ら
に
最
勝
寺
は
鳥
羽
天
皇
の
即
位
後
十

二
年
で
白
河
院
政
後

二
十
七
年
、
円
勝
寺
は
待
賢
門
院
の
院
号
宣
下

の
の
ち
五
年
、
白
河
院
政

後

四

十

三

年
、
成
勝
寺
は
崇
徳
天
皇
の
即
位
後
十
七
年
で
鳥
羽
院
政
後
十

一
年
、
延
勝
寺
は
近
衛
天
皇
即
位
後
九
年
、
鳥
羽
院
政
後

二
十
七
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
六
勝
寺
の
う

ち
、
法
勝
寺
を
別
に
し
て
尊
勝

・
最
勝

・
円
勝

の
三
寺
は
白
河
院
政
を
背
景
と
し

て
、
ま
た
成
勝

・
延
勝
の
二
寺
は
鳥
羽
院
政
を
背
景
に
成
立
し
た
の
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
六
勝
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
新
御
願
寺
と
し

て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
院
の
御
願
寺
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
の
ち
に
述

べ
た

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

一一81一
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

の

い
。

つ
ぎ
に
六
勝
寺

の
特
徴
と
し
て
そ
の
寺
域
が
散
在
的
で
な
く
、
こ
れ
ら

の
寺
院
が
白
河
御
堂
と
か
、
白
河
御
願
寺
と
称
さ
れ
る
如
く
白
河
の
周
辺
に
集
ま

っ
で
い
る
。

い
ま
こ
の
寺
域
か
ら
す
る
と
最
も
広
大
な
の
は
法
勝
寺
で
、

つ
い
で
尊
勝
寺
、
さ
ら
に
最
勝

・
円
勝

・
成
勝

・
延
勝
と

つ
づ
く
が
、
最
勝
、
円
勝
、
成
勝
の
三
寺
は
方

一

町

の
小
規
模

の
寺
院
で
、
尊
勝
、
延
勝
は
二
町
と

一
町

の
短
形
状

の
寺
院

で
あ
る
。

こ
の
六
勝
寺

の
成
立
と
規
模
に
つ
い
て
は
次
に
別
表
を
か
か
げ
た
。

こ
の
別
表
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
法
勝
寺
は
金
堂
、
講
堂
、
阿
弥
陀
堂
、
五
大
堂
、

法
華
堂
、
南
大
門
、
鐘
楼
、
経
蔵
、
廻
廊
、
僧
房
、
九
重
塔
、
薬
師
堂
、

八
角
円
堂
、
常
行

堂
、
曼
茶
羅
堂
、
小
塔
院
を
具
え
た
完
成
さ
れ
た
規
模

の
大
き
い
伽
藍
で
あ

っ
て
そ
れ
は
暦

頑

応
五
年

(
=
二
四
五
)

の
法
勝
寺
災
上
の
と
き
ま
で
変
転
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
そ
の
伽
藍

復

ーに

勲

の
規
模
を
維
持
し

て
い
た
。

峰

し
か
し
法
勝
寺
以
外
の
他
の
五
寺
は
蔭

寺
よ
り
規
模
が
小
ミ

ま
ず
璽

が
存
在
し

傭

な
い
.
け
れ
ど
も
五
大
掌

阿
弥
陀
堂
は
存
在
し
た
よ
う
で
、
薬
師
堂
は
跨

・
円
勝

・
最

も六勝寺辺り 白河一一帯の院政期諸寺の位置 を示 した

勝
寺
に
、
観
音
堂
は
尊
勝

・
成
勝
寺
に
、
曼
祭
羅
堂
は
法
勝

・
尊
勝
寺
に
、
そ
の
他
小
堂
は

各
寺
に
あ

っ
た
が
、
や
は
り
六
勝
寺

の
基
本
と
し
た
ま
た
最
も
重
視
す

べ
き
も

の
は
何
と

い

っ
て
も
法
勝
寺
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
法
勝
寺
の
成
立
に

つ
い
て
は
、
私
は
法
成
寺
と
関
腓
な
し
に
は
考
察
で
き
な

い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
を
次
に
述

べ
て
み
た
い
。

ω
御
料
地
史
稿
第

三
章

一
〇

四
頁

ω
六
勝
寺
の
位
置
に
つ
い
て
は
西
田
直
二
郎
著

「京
都
史
蹟
の
研
究
」
の
中
に
法
勝
寺
遺
趾
と
し
て
の

論
考
あ
り
、
位
置
に
つ
い
て
西
田
博
士
は
実
地
研
究
の
結
果
を
詳
細
に
発
表
さ
れ
、
福
山
敏
男
氏
は

日
本
建
築
史
研
究
の
な
か

で
六
勝
寺

の
位
置
に
つ
い
て
江
戸
時
代
の
地
誌
類
の
誤
り
を
指
摘
し
て
、

こ
れ
ま
た
く
わ
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
位
置
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
著
書
を
参
照
さ
れ
た
い

一 一82一



六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

伽 藍1法 勝 寺 尊 勝 寺 最 勝 寺1圓 勝 訓 成 勝 寺1延 勝 寺

金 堂 七間四面瓦葺 一宇

金色既盧舎那如来(三 丈二尺)

(胎蔵界大日如来)蓮 弁百体化

仏アリ、光背十六化仏アリ

金色宝憧如来、花開敷如来、無量

寿如来、天鼓雷音如来(各二丈)

光背化仏十二体

罧色六天(梵 天 。帝釈天等)(各

九尺)〔 胎蔵界四仏〕砒頭盧像

(八尺)四 天王(八 尺)

〔高階為家〕 〔承暦1.12.18〕

金堂

〔康 和4.7.21〕

金堂

(元 永1.12.17〕

金堂

大日如来(二丈)

四仏(丈 六)

両界曼茶羅

四天王(七尺)

(大治3.3.13)

金堂

(保 延5.12.26)

(平 安遺文5088)

金堂

(七間 四面)

平忠 盛

(久 安5.3.20)

講 堂 七間四面瓦葺 一宇

金色 釈迦如来(二丈)諸佛十三体

普賢菩薩(丈六)文殊菩薩(丈六)

〔高階為家〕 〔承暦1.12.18〕

講 堂

〔康和4.7.21〕

阿弥 陀堂 十一間四面瓦葺 一字

金色 阿弥陀如来(丈 六)九 体

観世音菩薩、勢至菩薩(一 丈)

繰色 四天王像 各一体(六 尺)

〔藤原顕綱〕 〔承保3.12.18〕

九体阿 弥陀如来

(康和5.7.5)(丈 六)

阿 弥陀堂

〔長治2.12.19〕

〔高階 為家〕

五大堂

〔元永1.12.17〕

阿弥陀堂

阿弥陀如来

九体

五 大 堂 五間四面瓦葦 一宇

練色 不動明王(二 丈六尺)

降三世 ・軍奈利 ・大威徳 ・金剛

夜叉明王(丈 六)

〔藤原良綱〕 〔承保3.12.18〕

五大 堂

〔康和4.7.21〕

五大堂

〔元 永1.12.17〕

〔大 治5.12.26

再建〕

〔紀伊守公望 〕

五大堂

五間四面

五大堂

(平安遺文5098)

法 華 堂 一間四面

七宝多宝塔一基(金 泥法華経一部

八巻納入)

〔藤原仲実〕 〔承保3.12.18〕

法 華堂

〔長治2.12.19〕

南 大 門 五間四面二階瓦葺

金剛力士 二丈

〔高階為家〕〔承保3.12.18〕

南大門

〔康和4.7.21〕

南門 南大門

鐘 楼

〔高 階為家〕 〔承保3.12,18〕

鐘楼

〔康和4.7.21〕

鐘楼 鐘 楼

〔保延5.12.26〕

鐘楼

経 蔵

〔高階為家〕 〔承保3.1218〕

経蔵

〔康 和4.7.21〕

経蔵 経蔵

東西軒廊及

廻廊

八十六間

〔高階為 家〕 〔承保3.12.18〕

東西 軒廊、廻廊

〔康和4.7.21〕

東西廊

〔元永1,12.17〕

廻廊 軒廊、廻 廊

〔久安5.3.20〕

釣殿御 所

僧 房

西大門、北

大門 〔承保3.12.18〕

東大門、 中門

〔康和4.7。21〕

二階門 南大門

四 門

(東西南北)

南大 門

東 、北、西大 門

〔久 安5.3,20〕

九 重 塔 八角九重塔 八十四丈

金剛界五智如来(大 日 ・阿閾 ・

宝生 ・阿弥陀 ・不空成就)

金剛界九会曼茶羅

(八尺)〔 永保3.10.1〕

東塔 、西 塔

(五 重塔)

〔康和4.7.21〕

東塔(三 重塔)

中塔(五 重塔)

西塔(三 重塔)

〔大治2.3.19〕

塔

薬 師 堂 金色薬師如来(七 仏薬師)七 体

(丈六)日 光 ・月光菩薩(丈 六)

〔永保3.io.i〕

薬 師堂

〔康和4.7.21〕

薬師堂 薬師堂

九間薬師如来

(七仏)

観音堂

(平安遺文5098)

八 角 堂 円堂 愛染明王(三 尺)白 檀

〔永保3.工0.1〕

潅 頂堂

〔康和4.7,21〕

常 行 堂 等身阿弥陀仏、脇待四菩薩(三尺)

〔応徳2.8.29〕

観音堂丈六観音 六時堂

曼奈 羅堂 北 斗曼奈羅木 像

〔天 仁9.10.27〕

曼奈羅 堂

〔康 和4.7.21〕

小 塔 院 土塔 二十六万三千基

円塔 十八万三千六百光七基

〔保安3.4.23〕

准提 堂

〔長治2.12.19〕

惣社

(平安遣文5098)

一字金 輪堂

〔久 安5.3.20〕

一83一



六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

㈲
西
田
直
二
郎
著

「京
都
史
蹟
の
研
究
」
法
勝
寺
遺
趾
に
つ
い
て
の

引
用
さ
れ
た
史
料
を
記
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

「中
院

一
位
記
」
の
引
用
に
、
そ
の
法
勝
寺

の
伽
藍
の
暦
応
大
災
の
状
況
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
い
ま
、
西
田
博
士
の

注
進

去
廿
日
法
勝
寺
回
線
間
事

一
、
金

堂

付
左
右
廻
廊
鐘
櫻
経
藏
等

中
尊
胎
藏
界
大
日
如
來
井
脇
士
繹
迦
像
令
失
畢
、
但
中
尊
佛
光
頂
上
多
寳
塔
中
御
本
尊

二
禮
井
同
左
右
御
手
同
御
膝
等
者
奉
取
出
之
畢
、

曾
形
文
殊

一
鴫
梵
天
帝
尺
四
天
王
像
等
者
奉
取
出
云
々
、
但
大
略
破
損
歎
、

一
、
講

堂

金
剛
界
繹
迦

三
尊

皆
悉
奉
取
出
之
畢
但
破
損
、

中
尊
御
胸
内
金
泥
眞
言
陀
羅
尼
御
髄
小
奉
取
出
之
等
、

一
、
阿

彌

陀

堂

本
尊
九
艦
丈
六
阿
彌
陀
像
内

一
艦
井
多
聞
持
國
廣
目
天
等
者
奉
取
之
畢
、
自
余
尊
像
悉
焼
失
畢
、

一
、
九

重

塔

婆

本
尊
大
日
如
來
四
罷
井
四
佛
四
天
等
悉
奉
取
出
之
畢
、
梵
字
御
鏡

一
面
同
奉
取
出
之
畢
、

一
、
鎭

守

惣

肚

一
、
南

大

門

金
剛
力
士
井
額
等
同
焼
失
畢
、

一
、
同
脇
門
二
宇

一
、
阿
彌
陀
堂
二
宇

西
面

一
、
卒

機

一
、
南
面
井
西
門
已
南
築
垣
、

已
上
成
灰
儘
畢
、

藥
師
寳
生
塗
量
壽
佛
井

一84一



、 、 、 、 、 、 、 、

前 西 常 圓 藥 北 法 五

行 師 斗 華 大

堂 堂 堂 堂 堂 堂

但
本
尊
等
欲
取
出
之
間
破
損
畢
、

但
本
尊
欲
奉
取
出
之
間
散
々
破
損
畢
、

付
門
二
字
築
垣
、

井
御
所
、

門
井

五
大
堂
門

、
同
已
北
築
垣
井
北
門

三
宇

u
池

反

橋

已
上
免
火
難
無
爲
也
、

一
、
塔
堂

一
宇
自
元
顛
倒

一
、
今
度
寺
家
沙
汰

金
堂
講
堂
阿
彌
陀
堂
塔
婆
等

付
南
大
門

本
尊
焼
跡
檜
垣
構
之
炎
上
跡
、

右
大
概
加
實
検
注
進
如
件

暦
鷹
五
年

三
月
廿
八
日

二
、
法
勝
寺

と
法
成
寺

金
物
洪
鐘
之
破
、
塔
婆
九
輪
寳
鐸
以
下
等
取
置
常
行
堂
御
所
内
、
已
下
員
敷
不
可
勝
計

〔
中
院

一
位
記
〕

法
勝
寺
は
白

河
天
皇
の
即
位
後

五
年

に
し
て
建
立
さ
れ
、
宇
多
天
皇
の
即
位
後
二
年
に
し
て
建
て
ら
れ
た
仁
和
寺
や
、
後

三
条
天
皇
の
即
位
後

三
年
に
し
て
建
て
ら
れ

た
円
宗
寺
に

つ
い
で
早
期
建
立
の
例
に
属
す
る
。
法
成
寺

の
場
合
、
藤
原
道
長
の
摂
政
後
六
年

(出
家
後
三
年
)
に
比
べ
て
も
早

い
。
そ
し
て
寺
院
の
規
模
は
御
願
寺
の

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

中

で
も
最
大
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
木
作
始
は
承
保

二
年

(
一
〇
七
五
)
七
月
十

一
日
で
、
第

一
期
と
し
て
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
十

二
月
十
八
日
に
阿
弥
陀
堂
が
ま
つ
供
養
さ
れ
、
合
せ
て
、
五

大
堂
、
法
華
堂
、
鐘
楼
、
経
蔵
、
廻
廊
寺
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
間
わ
つ
か

一
年
で
あ

っ
た
。
ま
た
第
二
期

の
金
堂
は
ま
た

一
年
た

っ
て
承
暦
元
年

(
一
〇
七
七
)
十

二

月
十
八
日
に
供
養
さ
れ
、

こ
こ
に
金
堂
、
講
堂
と
い
う
主
要
な
る
建
物
が
建
て
ら
れ
て
、
そ
の
の
ち
六
年
後

に
九
重
塔
、

八
角
円
堂
が
落
慶
し
て
、

つ
づ

い
て
応
徳
元
年

(
一
〇
八
四
)
に
常
行
堂
が
完
成
し
て
、
大
略
十
年

で
伽
藍
の
完
成
を
見
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
法
成
寺
は
寛
仁
三
年

(
一
〇

一
九
)
道
長
出
家
後
翌
年
直
ち
に
無
量
寿
院

(
阿
弥
陀
堂
)

の
建
立
が
始
ま
り
供
養
し
て
い
る
。
そ
の
間

一
年
に
満
た
な

い
。
そ
し
て
次
の
年
に
西
北
院
を
供
養
し
つ
づ
い
て
金
堂
を
虹
行
し
て
工
事
を
始
め

一
年
後

の
治
安
二
年

(
一
〇

二
二
)
に
は
早
く
も
金
堂
、
五
大
堂
、
法
華
三
昧
堂
を

供
養
し
た
。
薬
師
堂
は
金
堂

の
あ
と

二
年
後
、
釈
迦
堂
、
十
斉
堂
は
金
堂

の
あ
と
五
年
た

っ
て
建
て
ら
れ
、
約
九
年
を
経
て
建
立
し
て
い
る
こ
と
は
法
勝
寺
と
大
差
の
な

い
速
度
で
あ

っ
て
、

法
成
寺
ー
無
量
寿
院
↓
西
北
院
↓
金
堂

・
五
大
堂

・
法
華
三
昧
堂
↓
薬
師
堂
↓
十
斉
堂

・
釈
迦
堂

法
勝
寺
ー
阿
弥
陀
堂

・
五
大
堂

・
法
華
堂
↓
金
堂

・
講
堂
↓
九
重
塔

・
薬
師
堂

・
八
角
円
堂

と
順
序
は
異

っ
て
い
る
が
と
も
に
阿
弥
陀
堂
よ
り
始
ま

っ
て
、

つ
づ
い
て
金
堂

へ
の
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
法
成
寺
の
場
合
は
、
先
に
述

べ
た
如
く
、
寛
仁
三
年

(
一
〇

一
九
)
よ
り
道
長
の
専
権
の
犠
牲
と
な
ら
れ
た

三
条
天
皇

の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
た
道
長
が
、
自
分
も
三
条
天
皇
の
失
明
と
同
様
に
胸
を
病
み
、
眼
力
を
失

っ
て
く

る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
と
お
の
の
き
が
法
成
寺
無
量
寿
院
の
建
立
に
つ
な
が

っ
た
。

し
か
し
法
勝
寺
の
阿
弥
陀
堂
は
道
長
の
よ
う
な
終
末
的
な
性
格
で
な
く
、
白
河
法
皇
に
し

て
も
、
鳥
羽
法
皇
に
し
て
も

こ
こ
が
崩
御
の

場
所
で
な
く

「
修
二
常
行

三
昧

之
業

一、
為
二往
生
九
品
之
縁
」

の
道
場
で
あ

っ
て
、
こ
と
に
白
河
法
皇
に

つ
い
て
は
待
賢
門
院
が
追
善
願
文
で
述

べ
て
い
る
如
く

「
帝
混
二
曼
陀
曼
殊
之
粧

【暮
鳥
聲

々
、

更
和
二
念
佛
念
法
之
唱

一辮
説
如
レ
流
」
と
て
、

阿
弥
陀
院
は
御
念
仏
の
道
場
で
あ
る
。

こ
こ
に
法
成
寺
と
共
通
す
る
法
勝
寺
の
性
格
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
法
勝
寺

は
天
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
以
上
、
公
的
な
法
会
の
道
場
と
し
て
の
性
格
は
よ
り
強
く
、
そ
の
た
め
に
む
し
ろ
そ
こ
で
崩
御
さ
わ
る
こ
と
は
死
を
忌
む
立
場
よ
り
し
て
で
き

な
か

っ
た
点
道
長
と
異

っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
堂
は
四
十
九
日
の
追
善
法
要
を
盛
大
に
お
こ
な
う
場
所
と
な

っ
て
い
る
。
こ
と
に
白
河
天
皇
の
寺
院
建
立
の
意
志
は
極

む

む

む

　

む

め

て
強

く
六
条

御
堂

の
発
願

に
際
し

て
も
、

「
世

漸
及
二
澆

季

一錐
レ
属

二
末
法

一不
レ
可
レ
改
二
我

此
願

一遠

可

レ
期

二
三
會
暁

一我

速
謹
二
九
品

一天
眼
監

レ
之
。
我

暫
留

二
三
有

一怨
念

一86一



罫

な

何
世
聖
君
・
非
二我
後
壷

誰
家
賢
臣
・
非
二
我
穫

コ

事

;

。
・
違
レ
之
背
レ
之
・
國
主
皇
帝
・
殊
可
レ
加
病

誠

疑

・
価
留
二
手
痕

而

表
レ
廊
・
L
と

天
皇

の
意
志
は
末
法

の
澆
季
に
お

い
て
こ
そ
佛
寺
を
建
立
し
て
、
そ
の
中
に
九
品
往
生
を
求
め
る
阿
弥
陀
堂
と
怨
念
を
罰
す
る
五
大
堂
を
建
立
し
、
国
主
皇
帝

に
ふ
さ
わ
し

い
法
勝
寺
建
立
を

計
画
さ
れ
た

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
も
法
成
寺
と
は
規
模
を
異
に
す
る
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。

い
ま
法
成
寺
と
法
勝
寺
の
対
比
を
考
え
て
ゆ
く
と
き
、
法
成
寺
に

つ
い
て
は
藤
原
道
長
の
法
成
寺
供
養
願
文
及
び
川几
願
文
に
も
と
づ
き
、
法
勝
寺
に
於
て
は
白
河
法
皇

八
幡

一
切
経
供
養
願
文
を
中
心
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

法
成
寺

の
道
長
の
場
合
は
滅
罪
生
善
、
往
生
極
楽

の
た
め
に

一
精
舎
を
建
立
し
、
自
分
は
帝
王
儲
皇

の
祖
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
方
々
の
没
後

の
菩
提
を
葬

っ
て
い
な
い
。
道
長
は
法
成
寺
を
建
て
、
金
堂
の
柱

に
両
界
曼
茶
羅
を
画
き
、
扉
毎
に
八
相
成
道
変
を
画
い
て
、

三
丈

二
尺
の
金
色
大
日
如
来
を
中
心
と
し
、
さ
ら
に
二

丈
の
釈
迦
、
薬
師
如
来
と
文
殊

・
弥
勒
菩
薩
を
安
置
し
、
梵
天

・
帝
釈
天
、
四
天
王
を
配
し

て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は

「
佛
法
を
住
持
し
て
国
家
を
鎭
護
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
」
こ
れ
に
対
し
て
法
勝
寺
金
堂

の

場
合
は

本
尊
大
日
如
来
は
法
成
寺
と
同
じ

三
丈

二
尺
で

た
だ
法
成
寺
の
四
仏

に
対
し

て

胎
蔵
界
の
四
仏
を
安
置
し
て
、

こ
こ

で

「
胎
蔵

の
深
理
を
尋
ね
、
供
養
の
行
法
を
修
し
て
い
る
。
そ
の
両
寺
の
諸
堂

に
つ
い
て
、

い
ま
福
山
氏
の
法
勝
寺
伽
藍
図
と
法
成
寺
伽
藍
図
を
対
称
し
て
考
え
て
み
る

と
、法

成
寺
は
金
堂
の
左
右
に
五
大
堂
、

阿
弥
陀
堂
を
配
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
法
勝
寺
は

五
大
堂
凸
を
中
心
よ
り
は
つ
し
て
、
法
成
寺

で
五
大
堂
の
あ
と
に
あ

っ
た
薬

師
堂
を
、
法
勝
寺
は
講
堂
の
あ
と
に
つ
け
て
伽
藍

の
乱
立
を
さ
け
て
法
成
寺
よ
り
整
然
と
配
例
し
直
し
て
い
る
。
ま
た
法
成
寺
で
は
中
島
が
雅
楽
を
奏
す
る
貴
族
趣
味
で

あ

っ
た
の
を
排
し
て
堂
々
と
九
重
塔
を
建

て
あ
げ

て
い
て
、
こ
こ
に
も
法
成
寺
の
伽
藍
配
置
を
継
承
し

つ
つ
も
官
寺
的
な
性
格
と
威
厳
を
高
め
よ
う
と

つ
と
め
て
い
る
。

ま
た
講
堂

の
存
在
に

つ
い
て
は
法
成
寺
は
明
確

で
な
い
。
法
勝
寺
で
は
釈
迦
、
普
賢
文
殊

を
安
置
し
て
毎
年
十
月
諸
宗

の
学
侶
を
嘱
し

て
五
部
大
乗
経

(華
厳
経

.
大

集
経

・
大
品
般
若
経

・
法
華
経

・
浬
架
経
)
を
講
じ
、
ま
た

一
切
経
を
転
読
す
る
道
場
と
し
た
。

そ
し

て
こ
の
諸
宗

の
学
侶
を
請
す
る
こ
と
に
よ
り
法
勝
寺
大
乗
会
は
円

宗
寺
法
華
会
、
円
宗
寺
最
勝
会
と
合
し

て
天
台

三
會
と
称
し
て
台
宗

の
学
侶
の
登
龍
門
と
し
て
南
都

の
方
の

興
福
寺
維
摩
会
等
に

対
し
た
。

ま
た

天
承
元
年

(
=

三

一
)
七
月
七
日
に
は
白
河
法
皇
の
三
回
忌
に
あ
た

っ
て
法
勝
寺
御
八
講
が
始
あ
ら
れ
、
宮
中
最
勝
講
、
仙
洞
御

八
講
と
と
も
に
三
講
制
度
が
打
立
て
ら
れ
て
こ
れ
ら
の
三

会

三
講
を
経
な
け
れ
ば
公
請
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
僧
官
の
上
昇
も
お
ぼ

つ
か
な

い
ほ
ど
き
び
し
い
僧
制
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
よ
り
僧
團
の
統
制
を
は
か
り
、

こ
の

法
勝
寺
の
優
位
性
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
法
成
寺
と
非
常
に
異

っ
た
性
格
を
具
え
て
い
る
。
そ
し
て
法
勝
寺
は
法
成
寺
よ
り
官
寺
的
性
格
が
強
め
ら
れ
た

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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て

画
東北

院
常行三味堂

中門 廊

麗.ヨ

⑥
八角堂

画
塔

● ■● ■
　 　

南 門
...

■ ● ● ●

法成寺伽藍 の推定(治 安2.)〔1022〕

 

蹴

二
条
大
路
末

..

㈲

 の
も
両
寺

の
相
異
す
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
東
大
寺
宗
性

の
例
を
見
て
も
次
表
の
如
く
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
三
講
制
度
と
い
う
の
は
、
宮
中
最
勝
講
、
仙
洞
最
勝
講
、
法
勝
寺
御
八
講

の
三
つ
を
指
す
の
で
あ

っ
て
、

最
勝
講
が
長
保
四
年

(
一
〇
〇
二
)
五
月
七
日
よ
り
、
仙
洞
最
勝
講
は
永
年
元
年

(
=

一
三
)
七
月

二
十
四
日
に
、

こ
の
三
講
の
始
ま

っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
宮
中

法
勝
寺
御
八
講
が
天
承
元
年

(
一
=
二
一
)
七
月



六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

【宗 性上人 と三会 ・三講 御八講参勤一 覧】(・)

僧官 年 号 三会及三講 所役

1

承久1興 福寺維摩会

承久2法 勝寺御八講

貞応1御 斎会番論義
大 法勝寺大乗会

　 ロ

元仁1興 福寺維摩会1

嘉室最1・ 最 勝 言董

法1嘉禄2嚢 御読経翻
安貞11興 福寺維摩会1

安貞2同 上

自1勝 轟 愚
グ 興福寺維摩会1

匿 暦ユ 同 上
講嘉禎2 最 勝

A

擬
講
)

(
己

講

)

権

律

雨自

嘉禎3同 上

//興 福寺維摩会

嘉禎4同 上
1
　 　

延応1興 福寺維摩会

1仁治1陣 斎 会一一「

1仁治11薬 師寺最勝会
//1最 勝 講

1
グi法 勝寺御八講

r興 福寺維摩会

仁治2隣欝縫

1最 勝 講

.i薬 師寺覇 会

仁治3最 勝 講

1叢 縫

竪義

聴衆

聴衆

1聴衆

ー

グ

グ

グ

ノ

ー

グ

〃

ク

〃

ク

講師

r

講師

//

ク

精義

講師

精義

講師

間者

講師

精義

　

1寛 元2

1僧官【年 号年 祠
、 -1

翻1:∴
権1宝 治1

25〔13〕

大 陣 治2

鑑 言副 二
//

28C16〕 都r

藷 糠:

:6C2a7(2::牌
建長6印

蝦 ㌦ 長,

獅{難

姻 都}弘長元

//

41029〕謄

42〔3・〕1

!一
最 勝 講 講師[43〔31〕

文永4i法 嚇 御・購1

講1

権 文永71法 勝寺御八論 義者i69〔57〕

僧畿ll二 劇
正 弘 安1仙 洞 最 勝 講//77〔65〕

1

三会及三講
一

繋蕪
最 勝 講

最 勝 講1繋騨

騰 酬

糠 翻 講師

騰難
仙洞最勝 講

最 勝 講i

灘謙

難黙
撫鞠八講

難 勝講

1
所役i輔

し　　 　　

ノ}

精 義

言董自市44〔32〕

斜
[ 言薄目「口

、45〔33〕
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

七
日
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
宮
中
最
勝
講
は

一
条
院
が
、
毎
年
五
月
中

の
吉
日
に
清
涼
殿
で
五
日
間
、
国
家
平
安
、
宝
柞
長
遠
の
た
め
に
、
最
勝
王
経

・
法
華
経
等
を
講
じ

て
、
こ
れ
に
は
四
大
寺

(東
大
・
興
福
・
延
暦
・
園
城
)
の
う
ち
で
稽
古

の
聞
え
あ
る
僧
を
も

っ
て
聴
衆
・
講
師

・
謹
義
者
と
し
て
招
い
て
法
華
八
講
を
修
さ
れ
た
の
に
は
じ

ま
る
。

つ
ぎ
に
仙
洞
最
勝
講
に
つ
い
て
は
、
白
河
院
が
は
じ
め
て
院
御
所
で
行
な
わ
れ
、
上
皇
の
宝
柞
長
遠
と
国
土
安
穏
を
祈
る
目
的
で
修
せ
ら
れ
た

の
に
始
ま
る
。

ま
た
法
勝
寺
御
八
講
は
、
白
河
法
皇
の
国
忌
に
あ
た

っ
て
金
泥
の

一
切
経
を
供
養
し
て
、
そ
の
追
善
法
会
を
厳
修
さ
れ
た
の
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
三
講
制
度

の

新
た
な
成
立
は
、

三
会
制
度
の
ほ
か
に
僧
綱

へ
の
学
侶
た
ち
の
昇
進

へ
の
新
し
い
階
梯
を
設
け
、
過
去
の
五
階
の
習
得
に
よ

っ
て
維
摩
会
講
師
と
な
る
制

度

に

代

わ

っ

て
、
三
講
聴
衆
お
よ
び
講
師
と
な

っ
た
も

の
を
も

っ
て
三
会
に
参
加
し
て
僧
綱
に
昇
進
す
る
資
格
を
得
る
重
要
な
る
法
会
と
な

っ
た
。

こ
れ
を
釈
家
官
班
記
の

「
顕
宗
名
僧
昇
進
次
第
」
に
よ
る
と

三
会
遂
業
f
↓
三
講

(最
勝
講

・
仙
洞
最
勝
講

・
法
勝
寺
御
八
講
)
1
↓
三
会
遂
講

(得
業
)
ー
↓
僧
綱
ー

三
講
講
師
1
↓
探
題
ー
↓
誼
義
者
1
↓
正
権
別
当
ー

僧
正

と
い
う
順
序
を
経
て
い
る
こ
と
は
さ
き
の
宗
性
の
例

で
も
判
明
す
る
。

そ
し
て
ま
た
官
班
記
の
表
か
ら
見
て
も
、
僧
官
で
あ
る
権
律
師
に
昇
進
す
る
た
め
に
は
、
も
ち

ろ
ん
三
会
、
三
講
の
翌
義

・
聴
衆

の
出
勤
度
数
に
よ
り
僧
官

へ
の
昇
進
を
査
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
権
少
僧
都

・
権
大
僧
都
は
ま
た
三
会

三
講
の
諸
講
師

・
精
義

を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
に
、
長
講
堂

・
最
勝
光
院
御
八
講
等

の
度
数
も
重

要
な
昇
進

へ
の
公
請
で
も
あ

っ
た
、
権
僧
正
の
よ
う
な
極
官
、
あ
る
い
は
法
印
権

大
僧
都
と
な

っ
て
、
諸
大
寺
の
別
当
と
な
る
た
め
に
は
、
各
諸
八
講
な
ど
の
詮
義
者
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
以
後
の
三
会
制
度
は
、
こ
の

三
講
制
度
と
合
体
化
し
て
、
公
請
と
い
う
絆

で
、
固
く
結
ば
れ
て
、
各
大
寺
の
学
侶
の
上
に
お
お
い
か
ぶ
さ

っ
て
い
た
。

こ
れ
は

一
面
に
は
延
喜
式
以
来

の
三
会
制
度

の

実
質
的
な
慣
習
法
的
な
改
変
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
三
講
制
度

の
設
置
は
四
大
寺
を
し
て
貴
族
化
す
る
こ
と
に
役
立

つ
と
同
時
に
、
藤
原

一
門

の

貴
種
が
寺
院
を
基
盤
と
し
て
寺
院
社
会
の
上
に
君
臨
す
る
に
有
利
な
条
件
を
そ
な
え
る
に
い
た

っ
た
。
三
会

・
三
講
の
こ
の
二
つ
の
制
度
は
、
寺
院
内
の
学
侶
階
層
の
教

学
振
興
を
刺
激
し
、
こ
こ
に
居
る
多
く
の
貴
族
出
身
僧
侶
の
昇
進
を
有
利
に
導
い
た
。
け
れ
ど
も
四
大
寺
な
ど
に
属
さ
な
い
僧
侶
だ
と
か
、
あ
る
い
は
属
し
て
い
て
も
出

自
の
身
分
が
低
く
維
摩
会
な
ど
に
参
加
で
き
な
い
僧
侶
に
は
全
く
昇
進
の
道
が
閉
さ
れ

て
い
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
台
宗
の
僧
侶
に
つ
い
て
も
釈
家
官
班
記

で
は

一
山
徒
昇
進
事
。

註
記
手

農

義

紬

騨

者
嬉

之
請
・霧

政
乏

時
浮

之
有
職

。又
堕

便
宣

補
・之
。
檜
綱
。轟

幣

上
古
多
叙
・法
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橋
莚

來
任
二擢

師
浸

算

進
如
レ常
。
學
道
慧

之
輩
。
勤
三

會
卦

襲

講
師
↓
以
・
其
螢

任
・
律
師
亀

又
法

勝
寺
任
二
學
生
一者
。
准
二
公
請
名
僧

一之
間
。
或
勤
二
最
勝
講
等
之
聴
衆
幻
或
二
勤
大
乗
會
以
下
講
師

一
例
多
レ
之
。
非
修
非

學
之
輩
。
善
儀
不
レ
任
二
正
員
僧
綱
鴫
近
來
更
不
レ
及
二
其
沙
汰
一者
也
。
就
中
於
二
大
檜
都

[者
。
住
侶
拝
任
近
代
之
例
也
。

京
都
信
綱
猶
以
随
分
有
二清
選
弍
於
二
住
侶

一者
殊
就
二
器
用

一可
レ
被
二
抽
任

一也
。
近
來
非
二
其
仁

[之
輩
被
レ
聴
レ
之
勲
。
官

途
之
陵
夷
不
便
。
云
々
。
㈲

と
述

べ
て
延
暦
寺
で
十
年
夏
安
居
を
終
え
た
も
の
を
も

っ
て
注
記
と
し
、
さ
ら
に
十
年
を
経

て
諸
会
の
翌
義
を
終
え
た
も

の
が
、
延
暦
寺
の
寺
務
を
執
る
こ
と
が

で
き

た
。
そ
の
の
ち
座
主
等
の
推
挙
を
得
て
法
橋
上
人
位
に
進
む

の
が
例
で
あ

っ
た
。
し
か
し
近
来
で
は
直
ち
に
権
律
師
に
昇
進
し
、
学
侶
は
さ
ら
に
六
月
会

(伝
教
大
師
最

澄

の
忌
日
の
六
月
四
日
に
行
う
法
華
十
講
、
法
華
大
会
と
も
い
う
。
)
と
十

一
月
会

(
天
台
大
師
智
凱
が
十

一
月
廿
四
日
に

入
減
し
た
た
め
に
、

こ
の
と
き
ま
た
法
華
大

会
を
行
う
)

の
二
会
を
勤
め
て
は
じ
め

て
講
師
と
な
り
、
ま
た
そ
の
労
効
を
以
て
律
師
に
昇
進
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
の
ち
法
勝
寺
学
生
に
任
ぜ
ら
れ
、
公
請
を

う
け
、
最
勝
講
聴
衆

や
、
法
勝
寺
大
乗
会
に
参
加
し
て
、

い
は
ゆ
る
三
講
制
度

に
の

っ
と

っ
て
昇
進
し
て
い

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
も
法
勝
寺
と
天
台
宗
と
の
強

い

つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
講
制
度
を
通
じ
て
考
え
る
と
き
、
法
勝
寺
は
以
前
の
法
成
寺

に
見
ら
れ
な
い
僧
官
制
度
と
の

つ
な
が
り
が
あ

っ
て
、
南
都

の
興
福
寺
維
摩
会

に
も
ま
さ

る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
こ
に
法
勝
寺
を
固
定
化
す
る
要
素
が
確
立
さ
れ
た
と
同
時
に
、
い
ま
ま

で
南
都
維
摩
会

の
み
に
依
存
し
て
い
た
藤
原
氏
出
身
の
僧

侶
に
き
び
し

い
試
練
を
与
え
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。
さ
ら
に
京
都
に
お
け
る
法
勝
寺
は
国
王
の
御
願
寺
で
あ
る
と
同
時
に
南
都
北
嶺

の
僧
官
を
統
轄
す
る
役
目
ま
で
も
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
寺
の
組
織
に

つ
い
て
は
次
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
そ
の
意
味
か
ら
も
法
勝
寺

の
金
堂
や
、
講
堂
は
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

む

　

つ
ぎ
に
五
大
堂
に

つ
い
て
は
法
成
寺
で
は
二
丈
の
不
動
明
王
を
中
心
に
丈
六
の
四
大
明
王
を
配
し

て
い
る
が
、
こ
の
堂
で
の
祈
願
は

「
爲
レ
降
二家
門
成
レ
怨
之
怨
塞

一や
、

爲
レ
専
二
弟
子
臨
終
之
正
念

一也
」
と

五
大
堂
は
藤
原

一
門

へ
の
怨
霊
を
調
伏
し
、

道
長
の
臨
終
時
に
お
け
る
死

に
対
す
る
恐
怖
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

法
勝
寺
五
大
堂
で
は
法
成
寺
の
よ
う
な
藤
原

一
門
や
弟
子
道
長
等
の
個
人
的
な
願
意
を
求
あ
る
も

の
で
な
く
、
ま
た
像
高
も
不
動
明
王
は
六
尺
も
高
く
堂
々
と
仕

つ
ら

oo

え

「
降

二伏

悪
魔
、

消

二散

怨
塞

一会

レ
修

二
究
寛
秘
密

之
行

法

一
」
と

の
祈

願

の
も

と

に
作

成
さ
れ

た
が

こ

こ
で
は

一
氏

族

の
た
め

で
な
く
あ

ら
ゆ

る
降

魔

の
秘
法
を

修
す

る

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

た
め
に
建
て
ら
れ
た
。

ま
た

つ
ぎ
に
薬
師
堂
で
は
七
仏
薬
師
の
修
法
が
行
な
わ
れ
、

こ
の
堂
で
は
さ
き
に
四
円
寺
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
尊
と
し
て
薬
師
如
来
七
体
を
安
置
し
て
そ
こ
で
七
仏

薬
師
法
を
行
な
い
中
宮
安
産
、
玉
体
安
穏
、

日
食
、
御
悩
平
癒
、
風
雨
の
難
等
を
祈
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
て
、
平
安
末
期
に
於
け
る
浄
土
信
仰
の
発
展
は
来
世
得
脱
を
求
め
る
た
め
に
ま
ず
九
品
往
生
を
示
す
九
体
阿
弥
陀
仏
を
安
置
す
る
阿
弥
陀
堂
を
建
て
、
そ
の
の

ち
に
金
堂
を
建
立
し
て
寺
院

の
中
心
伽
藍
を
定
め
、
そ
こ
に
密
教
の
中
心
で
あ
る
大
日
如
来
を
安
置
し
、
さ
ら
に
七
仏
薬
師
法
を
修
し
て
、
現
世
に
於
け
る
自
縁

.
他
縁

の
苦
悩
を
抜
除
す
る
た
め
の
薬
師
堂
を
建

て
る
形
態
は
法
成
寺
、
法
勝
寺
等

の
共
通
し
た
伽
藍
構
造
で
、
こ
の
点
法
勝
寺
は
法
成
寺

に
範
を
求
め
た
の
で
あ

る

と

い

え

る
。し

か
し
御
願
寺
と
し
て
最
大
を
誇

っ
た
法
勝
寺
は
法
成
寺
の
金
堂
前

の
奏
楽

の
場
所
と
し
て
い
た
中
島
に
九
重
塔
を
持

っ
て
来
た
こ
と
は
法
成
寺
と
大
き
な
相
異
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
九
重
塔
は
法
勝
寺
供
養
後
、
五
年
に
て
建
て
は
じ
め
ら
れ
、
永
保
元
年

(
一
〇
八

一
)

八
月

二
十
四
日
に
木
作
を
始
め
て
二
十
五
日
に
地
鎮
を
行
な
い
、
九
月
廿

七
日
に
心
礎
を
置
き
、
十
月
二
十
七
日
に
心
柱
を
立
て
永
保
三
年

(
一
〇
八
三
)
十
月
十
日
に
供
養
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
塔
の
位
置
や
、
諸
尊
に

つ
い
て
は
、
法
勝
寺

御
塔
供
養
呪
願
文
に

O

O

O

O

O

Q

金

堂

南

面

窮

一神

盤
レ
妙

金

剛

界

會

表

別

之

裏

法

輪

不
レ
退

三

戒

水

潔

曾

沙

添
レ
慶

と
あ

っ
て
、

瑠

池

中

心

螢
レ
玉

範
レ
金

五

智

如

来

藏
二
金

字

経
一

到
二
慈

氏

朝
一

漢

濾

永

鏑

儲

鋏

壇

榮

更

課
二
馬

郵
一

風

鐸

和

鳴

紫

磨

添
レ
光

八

方

之

榴

善

根

彌

薫

五

溢

雲

晴

百

穀

用

成

新

造
一雁

塔

一

露

盤

照

耀

百

錬

比

影

圖

一月

輪

佛

[

傳
二棲

至

世

一

庵

曖

頓

盈

五

徴

時

若

金
堂
の
前
、
瑠
池

の
中
央
に
、

八
角
九
重
の
塔
を
建
て
、
そ
の
高
さ
は
二
十
七
丈

層

級

寵

室

取

二
法

栖

昂㎜墾

超

々

接
レ
俗

歩

々

乗
レ
空

中

尊

八

尺

分
二
座

四

方

一

(中

略
)

捧

二
此

功

徳

一

先

資
レ
一

人

一

白

葉

不
レ
朽

必

備

一白

毫

一

鯉

川

鶴

園

石

山

劒

林

(約

八
十

二
米
)

で
、

自 仰 八

飴 同 角

九

重

齋
二
度

崇

幅

一

翔

鵬

傭

顧
レ
飛

鳥

^

諸

尊

各

安
二
四

角

一

瑠

圖

長

堅

丹

心

惟

深

悉

免
二
昏

衝

一

塔
内
に
五
智
如
来

斗

献

久

轄

將
レ
開

二
丹

菓

一

北

到
二慧

岸

一

(
八
尺
)
を

四
方

に
分

け

て
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安
置
し
、
中
央
に
金
剛
界
大
日
如
来
を
置
き
、
金
堂
の
胎
蔵
界
大
日
如
来
と
相
対
し
た
。
こ
の
よ
う
な
八
角
塔

の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
長
野
県
安
楽
寺
の
八
角

㎜

三
重
塔
が
禅
宗
様
式
に
し
て
も
鎌
倉
末
期
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
華
厳
塔
と
称
さ
れ
る
も
の
で
宋
風
文
化
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
塔
は

國
先
資
二
一
人

己

と
て
白
河
朝

の
朝
威
を
示
す
も
の
で
、
白
河
天
皇
の
た
め
に
建
立
し
、
五
穀
成
熟
、
法
輪
不
退
を
願

っ
て
い
る
。
こ
の
法
勝
寺
造
立

へ
の

天
皇
の
意
図
は
即
位
当
初
よ
り
存
在
し

「
抑
助
二
神
威
一者
佛
法
也
、
守

二皇
圖
者
又
佛
法
也
、
因
弦
、
弟
子
在
位
當
初
殊
獲
二
弘
願
一洛
城
之
東
、
占
一二

勝
境

一建
二
大
伽
藍

一(中

略
)
願
念
又
成
就
、
幅
力
増
長
者
、
壽
命
又
増
長
、
昔
黄
帝
之
間
二
天
老
一也
、
以
二
百
廿
一爲
二
長
壽
↓
(中
略
)
弟
子
省
レ
躬
思
レ
之
、
屈
レ
指
計
レ
之
、
若
祈
二
念
百
廿
者
↓前
跡
是
希

有
、
若
相
二
期
八
十
者

一幾
端
非
幾
程
↓唯
依
二
一
心
之
沖
襟

一欲
レ
延
二十
年
之
餓
算
↓
然
則
國
主
皇
帝
三
代
之
組
、
於
二
天
下

一無
儒
(中
略
)
十
方
如
來
施
二
護
持

一亦
命
、
同
二金

剛

一遂
得
二
褥
菩
提
一必
生
二
安
養
浄
刹
、
又
徳
是
有
隣
、
功
亦
無
量
、
金
輪
聖
主
、
太
上
天
皇
國
母
后
房
皇
子
公
主

一
善
所
レ
及
、
万
壽
無
彊
」

こ
の
大
治
三
年
十
廿

二
日
に
石
清

水
八
幡
宮

に
哀
筆

一
切
経
を
捧
げ
て
白
河
法
皇
は
自
分
の
過
去

の
姿
を
た
つ
ね
願
意
を
こ
れ
ら
の
な
か
に
含
め
、
死
期
を
知

っ
た
法
皇

(大
治
四
年
七
月
七
日
崩
御
)
は

さ
ら
に
八
十
才
を
望
み
、
ま
た
百
壱
才
ま

で
生
き

の
び
よ
う
と
す
る
必
死
の
願
い
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
白
河
法
皇
が
、
堀
河

・
鳥
羽

・
崇
徳

の
三
代

の
祖
と
し

て
天
下
の
安
穏
を
願
が
い

聰
願
念
又
成
就
、
福
力
増
長
者
、
寿
命
又
増
長
」
を
求
め
た
の
が
外
な
ら
ぬ
法
勝
寺
伽
藍

の
造
立
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
の
で
あ

る
。こ

と
に
白
河
天
皇
の
即
位
は
、
堀
河
天
皇
八
才
、
鳥
羽
天
皇
五
才
、
崇
徳
天
皇
五
才
、
近
衛
天
皇

三
才
、
の
幼
帝
の
践
柞
に
比

べ
て
年
長

の
即
位
で
あ
り
、
ま
た
摂
関

政
治
下
に
お
け
る

一
条
天
皇
七
才
、
後

一
条
天
皇
九
才
の
幼
帝
即
位

に
よ
る
摂
関
政
治

の
専
制
下
と
同
じ
政
治
的
基
盤
を
作
る
た
め
に
も
廿
才

の
即
位
は
か
な
り
実
力
を

ω

発
揮
で
き
る
立
場
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
白
河
天
皇
が
、
院
政
に
示
し
た

「
御
在
位
十
四
年
、
院
号
四
十

三
年
、
政
出
レ
自
二
叡
慮
一餓
不
レ
依
二
相
門

一」
と
い
う
強

い
意
志
が
こ

の
法
勝
寺

の
造
立
に
大
き
く
働

い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

栄
花
物
語
の
著
者
は
法
勝
寺
供
養

に
つ
い
て
、
天
皇
の
法
勝
寺
造
立
え
の
発
心
は

「
い
か
で
か
く
お
ぼ
し
め
し
寄
ら
せ
給
け
ん
、
御
年
も
若
く
お
は
し
ま
す
。
位

に
て

も
久
し
う
も
な
ら
せ
給
は
ぬ
を
、
げ

に
さ
き
の
世
よ
り
お
ぼ
し
め
し
け
る
御
願
に
こ
そ
そ
と
見
え
さ
せ
給

へ
る
」
と
即
位
直
後
よ
り
法
成
寺

に
ま
さ
る
伽
藍
を
建
て
、
そ

の
構
造
も
寧
ろ
法
成
寺
に
徹

い
そ
れ
を
の
り
こ
え
る
と
こ
ろ
に
白
河
天
皇
の
意
欲
が
高
ま

っ
た
の
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
天
皇
自
身

の
考
え
で
あ
る

と
同
時
に
、
院
近
臣

の
強
い
要
望
で
も
あ

っ
た
し
、
摂
関
政
治
を
廃
し
て
親
政
化
し
よ
う
と

い
う
後

三
条
天
皇
の
遺
志
を

つ
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
法
勝
寺

で
の
法
会

は
毎
年

正
月
六
日
に

金
堂
の
修

正
会
と

阿
弥
陀
堂
修
正
会
を

二
月
八
日
頃
に
は
常
行
堂
修
二
会
、

三
月
十

日
頃
阿
弥
陀
堂
で
の
春

の
念
仏
始

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

(
法
勝
寺
不
断
御
念
仏
と
も
い
う
)

五
月

一
日
よ
り
十
ケ
日
法
勝
寺

三
十
講
、
七
月

三
日
よ
り
七
日
ま
で
法
勝
寺
御
八
講
、
七
月
十
五
日
法
勝
寺
自
恣
、
九
月
廿

二
日
法

勝
寺
阿
弥
陀
堂
御
念
仏
が
三
ケ
日
行
な
わ
れ
、
十
月
廿
四
日
よ
り
五
ケ
日
法
勝
寺
大
乗
会
が
実
施
さ
れ
こ
れ
が

こ
の
寺

の
最
大
の
行
事
で
あ

っ
た
。
そ
の
ほ
か
千
僧
御
読

経
や
孟
蘭
盆
講
等
も
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
院
政
期

の
御
願
寺

の
中
心
的
存
在
で
あ

っ
た
。
ま
た
両
寺
は
成
立
時
に
お
い
て
五
十

五
年
余
の
年
月
の
隔
り
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
共

に
寝
殿
造
り
を
基
調
と
し
た
伽
藍
配
置

で
あ
り
、
そ
れ
は
浄
土
曼
祭
羅
的
発
想
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
法
勝
寺
が
左
大
臣
藤
原
師
実
の
白
河
殿
の
旧
地

を
う
け

つ
い
で
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
法
勝
寺

の
方
が
よ
り
整
然
と
し
て
い
る
。

こ
と
に
池
水
を
め
ぐ
ら
す
寺
院
の
構
築
は

す
で
に
円
融
天
皇
の
御
願
寺
の

円
融
寺
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、

池
を
中
心
と
し
て
御
願
堂
を
建
て
、

七
仏
薬
師
日
光

・
月

　

光

.
五
大
尊
を
安
置
し

て
、
ま
た
池
の
東

に
法
華
三
昧
堂
、
大
門
、
西
大
門
を
配
し

て
、
そ
の
遺
構
は
現
在

の
竜
安
寺
の
前
廷
の
池
で
あ
樹
。
こ
の
よ
う
に
寺
院
内

に
震

殿
造
形
式
を
と
り
入
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
宇
多
法
皇

の
仁
和
寺
形
成
の
過
程
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
仁
和
寺

の
場
合
、
仁
和
寺
金
堂
や
円
堂
院
を

中
心
と
し

て
、
伽
藍
が
形
成
さ
れ
こ
の
円
堂
院
と
御
室

の
原
型
は
、
明
ら
か
に
淳
和
太
皇
太
后
が
、
父
帝
の
離
宮
で
あ

っ
た
嵯
峨
院
を
も

っ
て
大
覚
寺
と
し
た
場
合
と
同

様
、

こ
こ
に
も
離
宮
寺
院
の
形
成
の
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
清
和
天
皇
が
そ
の
崩
御
直
前
に
寺
院
と
し
た
円
覚
寺
の
場
合
と
は
異
な
る
も

の
の
、
仁
和
寺

で

も
、
宇
多
法
皇
は
退
位
落
飾
後
、

こ
の
寺
を
形
成
し
て
崩
御
の
た
め
の
御
所
と
し
て
居
住
し

て
い
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
が
息
災
祈
願
の
寺
院
で
あ
る

と
同
時
に
入
滅
の
た
め
の
場
所
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宇
多
法
皇
の
御
室
形
成
は
寺
院
と
御
所
と
の
連
が
り
を
持

つ
形
態
と
し
て
、

の
ち

の
藤
原
氏
の
祈
願
寺

(法
性
寺

・
法
成
寺
)
の
形
成
や
、
六
勝
寺

の
形
成

の
原
型

㎝

と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
仁
和
寺
に
お
け
る
御
室
を
と
も
な

っ
た
御
願
寺
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
池
を
と
り
入
れ
た
の
は
円
融
寺
か
ら
で
あ
る
。
池

の
導
入
は

一
方

で
は
浄
土
信
仰
の
影
響
の
も
と
に
阿
弥
陀
経
浄
土
変

の
現
実
化
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
を
こ
の
土
に
再
現
し
た
い
と
い
う
貴
族
社
会

に
於
け
る
強
い
願
望

に
よ
る
も

の
で

あ
り
、
他
方
で
は
藤
原
貴
族
の
住
宅
建
築
の
発
生
に
影
響
さ
れ
て
円
融
寺
等
で
は
池
水
を
と
り
い
れ
中
島
を
形
成
し
て
伽
藍
の
形
態
が
平
安
初
期
の
様
相
よ
り
変
転
し
て

い

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
と

に
そ
れ
が
法
成
寺
や
平
等
院
に
な
る
と
よ
り
鮮
明
に
な

っ
て
、
藤
原
道
長
の
法
成
寺
の
場
合
は
、
道
長

の
眼
病
、
そ
れ
が
三
条
天
皇

の
怨
霊

の
し
わ
ざ
と
考
え
、

さ
ら
に
そ
の
苦
悩
よ
り
脱
脚
せ
ん
と
し
て

「
い
つ
し
か
東
に
御
堂
建
て
て
、
さ
し
し
う
住
む
わ
ざ
せ
瓠

と
の
願
望
の
も
と
に
塞

晃
し
・
そ
の
法
成
寺
も
円
奪

に
な
ら
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っ
て
池
水
を
入
れ
寝
殿
形
式
を
と
り
入
れ
、
最
初

に
無
量
寿
院
を
建
て
は
じ
め
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
観
無
量
寿
経

の
寳
池
観

.
寳
櫻
観
を
こ
の
世
に
再
現

す
る
こ
と
を
願

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
経
文
の

ニ

ニ

ス

ヲ

ス
ト

ハ

ヲ

ニ

リ

ノ

ノ

ナ
リ

ノ

ニ
シ
テ

リ

ジ

レ
テ

ル

ト

ノ

珠

玉

一生
、
分

爲

二十

四

支

↓
一

一

支
、

一

池

水
、
七

寳

所

成
、
其

寳

柔

頼

、
從

二
如

意

次

當
レ
想
レ
水
、
想

レ水

者
、
極

樂

國

土
、
有

二
八

池

水

2

ニ

ユ
ウ
ナ
ン

シ

ノ

ヲ

ヲ

ス

ト

ノ

ニ

ナ

テ

ノ

ヲ

ス

ト

ノ

ニ

リ

ノ

ノ

ノ

ニ
シ
テ

作
=
七

寳

色

一黄

金

爲
レ
渠
、
渠

下

皆

以
二
雑

色

金

剛

一
以

爲

二
底

沙

↓
一

一

水

中
、
有

二
六

十

億
、
七

寳

蓮

華

二

一

蓮

華
、
團

圓

正

等
、
十

ワ
ウ
ゴ

ン

コ

ゲ

ザ
ツ

シ
キ

コ
ン

カ
ウ

レ

シ

ニ

ネ

テ

ヲ

ス

ノ

ニ
シ
テ

ス

ヲ

ナ

リ

ス
ル

ノ

ヲ

ナ
リ

ニ

由

旬
、
其

摩

尼

水
、
流
罰
注

華

間

↓
尋
レ
樹

上

下
、
其

聲

微

妙
、
演

二
読

苦

空
、
無

常

無

我

、
諸

波

羅

蜜

↓復

有
下
讃
訓
歎
、
諸

佛

相

好

一者
P
如

ル

ジ

ユ

ミ

ゼ

ツ

ニ

ラ

ミ
ッ

フ

ウ

サ

ン
ダ

ン

サ
ウ

カ
ウ

ヨ
リ

ス

ノ

テ

ノ

シ
テ

リ

ノ

ト

ニ
シ
テ

ニ

ズ

ヲ

ヲ

シ

ト

ク

意

珠

玉
、
涌

「出

金

色
、
微

妙

光

明
↓
其

光

化

爲
二
百

賓

色

鳥
↓
和

鳴

哀

雅

、
常

讃
二
念

佛

念

法

念

檜
↓
是

爲
二
八

功

憾

水

想
↓名
二
第

五

ユ

ス
キ

コ
ン

ジ
キ

ミ

ム
ウ
ァ
イ

ゲ

ク

ト
ク

ス
キ

ト観

↓

ノ

ノ

ニ

リ

ノ

ノ

ニ

リ
テ

ノ

シ

ノ

ヲ

リ
デ

セ
リ

ニ

ク

ノ

ノ

ル
ニ

衆

寳

國

土
、
一

一

界

上
、
有

二
五

百

億
、
寳

棲

閣

↓其

櫻

閣

中
、
有
二
無

量

諸

天

↓作

二
天

伎

樂

↓
又

有

二
樂

器

↓懸

二庭

虚

空

↓
如

二
天

寳

憧

↓
不
レ

シ
ユ

ボ
ウ

ロ
ウ

サ

ギ

ガ
ク

ゲ
ン

セ

ラ

ル

ノ

ノ

ニ

ナ

ク

ヲ

ノ

ジ

ル
テ

ケ

テ

ス

ボ

ル
ト

ノ

ヲ

ン

ト

ク

鼓

自

鳴
、
此

衆

音

中
、
皆

説
二
念

佛

念

法

念

比

丘

檜
↓
此

想

成

已
、
名

爲
三
粗

見
↓
極

樂

世

界
、
寳

樹

寳

地

寳

池
↓
是

爲
二
総

観

想
↓
名
ニ

ク

ジ

ミ
ヤ
ウ

ヂ
ウ

ビ

ク

ソ

チ

チ

ト

第

六

翻
↓

シ

ル

ヲ

ハ

キ

キ

ノ

ヲ

ズ

ズ

ノ

ニ

ス
ヲ

バ

ノ

ヲ

ヶ
テ

ス

ト

シ

ス
ル
ヲ

バ

ケ
デ

ス

ト

若

見

レ
此

者
、
除
二
無

量

億

劫
、
極

重

悪

業

↓
命

終

之

後
、
必

生
二
彼

國
↓
作

二
是

観

一者

、
名

爲

二
正

観
↓
若

他

観

者
、
名

爲

二
邪

観

↓
㎝

ゴ
ク

ミ
ヤ
ウ
ジ

ユ
ウ

と
あ
る
そ
し
て
こ
の
総
観
想
や
、

宝
池
想
を
伽
藍
建
築
や
寝
殿
造
の
な
か
に
具
現
し

て
来
世

の
得
脱
を
求
め
よ
う
と
し
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に

薬
師
堂
、

阿
弥
陀
堂
、
五
大
堂
等
は
そ
れ
ぞ
れ
極
楽

の
宝
殿
に
見
立
て
て
、
現
世
に
見
聞
す
る
浄
土
を
再
現
し
、
そ
の
観
想
を
そ
の
ま
ま
来
世
ま
で
も
求
あ
て
生
き

つ
づ
け
よ
う
と

す
る
悲
願
は
平
安
末
期
に
お
い
て
末
法
意
識
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
道
長
も
白
河
天
皇
も
共
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
白
河
天
皇

の

「
世
漸
く
澆
季
に
お
よ
び
、
末
法

に
属
す
と
い

へ
ど
も
」
仏
寺
造
立
の
悲
願
は
よ
り
高
ぶ
り

「
速
か
に
九
品
を
澄
し
」
て
怨
念
を
断
と
う
と
す
る
願
望
が
、
池
水
を
配
し
た
極
楽
浄
土
に
模
し
た
伽
藍
配
置

と
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
先
に
も
述
べ
た
如
く
無
量
寿
院
や
阿
弥
陀
堂
か
ら
こ
れ
ら
の
寺
院
の
創
建
が
始
ま

っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。

ま
た
つ
ぎ
に
尊
勝
寺

の
場
合
は
、
金
堂
、
講
堂
、
薬
師
堂
、
五
大
堂
、
観
音
堂
、
灌
頂
堂
、
曼
茶
羅
堂
、

東
西
塔
、

中
門
、

廻
廊
、

経
蔵
と
建
て
ら
れ
た

の
ち

三
年

⑳

後

に
阿
弥
陀
堂
、
准
臓
堂
法
華
堂
が
建
て
増
さ
れ
た
。
こ
の
尊
勝
寺
伽
藍
も
お
そ
ら
く
法
勝
寺
に
類
似
し
た
形
体
を
具
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
法

勝
寺
は
そ
の
伽
藍
の
中
心
は
講
堂
で
、

そ
こ
は
顕
教
の
広
学
竪
義
の
場
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
尊
勝
寺
は
む
し
ろ
灌
頂
堂
を
中
心
と
す
る
密

教
道
場
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
史
料
は
法
勝
寺
等
に
比
べ
て
は
る
か

に
少
な
い
た
め
に
詳
細
な
こ
と
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
塔

三
基
、
金
堂
、
五
大
堂
、
薬

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺

の
成
立
に
つ
い
て

⑳

師
堂
、
灌
頂
堂
等
が
主
要
な
伽
藍
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
こ
れ
ら
四
勝
寺
は
境
内

一
町
あ
る
い
は
二
町
に
限
ら
れ

て
い
た
。

ま
た
円
勝
寺
で
は
東
西
御
塔
と
し

て
三
重
塔
が
建

て
ら
れ
大
治
三
年
三
月
十
三
日
に
供
養
が
行
な
わ
れ
て
、
金
堂
に
は

二
丈
の
大
日
如
来
と
丈
六
の
四
仏
を
安
置
し
、

五
大
堂
・
薬
師
堂
が
存
在
し
・

の
ち
六
時
堂
と
二
階
門
や
鐘
楼
が
加
え
ら
れ
た
。㈱

つ
ぎ
に
成
勝
寺
は
保
延
五
年
に
創
建
さ
㌔

そ
の
と
き
の
霧

寺
供
養
式
に
よ
る
と
金
掌

慧

・
鐘
楼
・
廻
廊
四
門
等
が
見
㌔

ま
た
成
勝
寺
年
霜

折
働
で
は
観

音
堂
、
五
大
堂
お
よ
び
惣
社
が
建
て
ら
れ
た
ほ
か
南
大
門
等
も
存
在
し
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
法
勝
寺
等
と
比
べ
て
六
勝
寺

の
中
で
は
最
も
規
模

の
小
さ
な
寺
で
あ

っ
た
。

ま
た
延
勝
寺
に
つ
い
て
は
、
久
安
二
年
七
月
に
建

て
創
め
ら
れ
久
安
三
年

に
金
堂
、
御
塔
、
鐘
楼
、
経
蔵

の
礎
石
を
す
え
、
供
養
が
久
安
五
年

三
月
廿
日
に
行
な
わ
れ

金
堂
、
実

門
、
東
西
軒
廊
、
廻
塵

享

金
輪
堂
な
ど
が
建
て
ら
れ
盛
大
な
法
会
が
行
な
わ
れ
た
・圏

そ
の
の
ち
長
寛
元
年
十
二
月

二
十
六
日
に
阿
弥
陀
堂
の
供
養
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
阿
弥
陀
堂
は
近
衛
家
の
寝
澱
で
あ

っ
た
の
を
間
敷
を
延
ば
し
て
九
体

の
丈
六
仏
を
安

㈱

置
し
て
阿
弥
陀
堂
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し

て
伽
藍
が
白
河
周
辺
に
た
ち
な
ら
ん
だ

こ
の
六
勝
寺
も

二
度
に
わ
た

っ
て
、
そ
れ
も
壊
滅
の
憂
目
に
あ

っ
た
。

第

一
回
は
元
暦
二
年

(
二

八
五
)
七
月
九
日
の
京
都
大
地
震
に
よ
り

「
白
川
辺
御
領
等
或

い
は
顛
倒
あ
り
。
或
い
は
築
垣
の
許
破
壊
し
、
法
勝
寺
九
重
塔
は
心
柱
倒

れ
ず
と
い

へ
ど
も
、
瓦
以
下
み
な
震
剥
し
、
成
す
無
き
が
如
し
・
大
地
処
々
被
裂
し
て
・
水
出
で
て
涌
く
が
ご
と
き
」
状
況
と
な

っ
た
・剛
こ
と
に
法
勝
寺

で
は

■
法
勝
寺
九
重
塔
頽
落
重
々
、
垂
木
以
上
皆
落
地
、
毎
層
柱
扉
連

子
被
相
残
、
露
盤

八
残
其
上
折
落
、
阿
彌
陀
堂
井
金
堂
之
東
西

廻
廊
、
鐘
櫻
、
常
行
堂
之
廻
廊
、
南
大
門
西
門
三
宇
、
北
門

一

⑳

宇
、
皆
顛
倒
、
無

一
宇
全
、
門
築
垣
皆
壊
、
南
北
面
少

々
相
残
云
」

と
い
う
状
況
で
こ
れ
は
法
勝
寺

の
み
な
ら
ず
、
法
成
寺
や
得
長
寿
院
等
も
同
様
で
、
あ
の
壮
大
を
誇

っ
た
法
成
寺
も
、
廻
廊
は
す

べ
て
倒
れ
、
東
塔
は
北
に
傾
い
て
組

物
ば
か
り
傾
む
か
な
い
で
残

っ
て
い
る
あ
わ
れ
な
姿
と
な
り
、
ま
た
東
面
の
築
垣
す

べ
て
倒
れ
門
ば
か
り
が
残

っ
て
い
た
。
人
々
は

「
心
神
違
乱
し
天
下
破
滅
は
こ
の
時

か
、
近
年
兵
革
上
下
安
き
な
く
、
ま

っ
た
く
濁
世

の
悪
業
、
衆
生
の
苦
患
、
休
む
と
き
な
く
悲
し
む

べ
き
時
が
や

っ
て
來
た
と
な
げ
い
た
。
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鴨
長
明
も
こ
の
時
の
こ
と
を
方
丈
記
の
な
か
で
、

器

び
を

し
く
叢

漿

る
こ
と
侍
り
き
・

そ
の
さ
ま
・

よ
の
つ
ね
な
ら
ず
・

山
は
丸

つ
れ

て
河
を
壇
.み
・

海
㌫
鰍
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
裂

け
て
水

海
齢

で
・
難

れ
て
谷
に
ま
ろ
先

る
・
な
ぎ
さ
牌
ぐ
船
は
波
に
餐

よ
ひ
・
道
伊

馬
は
あ
し
の
警

ど
を
ま
ど
は
す
・
灘

ほ
と
り
に
は
、
缶
.躰
.呪

峠

蓑

鷹

・嘩

↓
・つ
と
し
て
盛

か
ら
弍

或
繁

つ
れ
・
或
は
た
ふ
れ
ぬ
・
灘

た
ち
の
ぼ
り
て
・
齢
り
な
る
煙
の
如
し
・
勢

望

、
家
の
や
ぶ
る
き

棲

こ
と
な
ら
ず
・
家
の
内
に
を
れ
監

.
纏

ひ
し
げ
な
ん
と
す
・
銃
り
響

れ
ば
・
地
靴

裂
く
・
捕

な
け
れ
ば
、
夢

も
欝

べ
か
ら
ず
。
襲

ら
ば

や
、
雲
に
も

の

お
そ

お

そ

た
だ

な

ゐ

ー

乗
ら
む
。

恐
れ
の
な
か
に
恐
る

べ
か
り
け
る
は
、
只
地
震
な
り
け
り
と

こ
そ
畳
え
侍
り
し
か
。
」
四

と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
時
の
地
震
は
十
日
及
び
廿
日
間
余
震
が
絶
え
な
か

っ
て
三
ケ
月
も

つ
づ

い
た
。

そ
し
て
ま
た
六
勝
寺
の
被
害
も
相
当
な
も
の
で
、
法
勝
寺
で
は
金
堂
、
廻
廊
、
阿
弥
陀
堂
、
阿
弥
陀
堂
御
所
行
堂
廊
、
中
門
、
車
宿
、
門
々
、

(法
華
堂
は
顛
倒
せ
ず
)

三
面
築
垣
、
九
重
塔
過
半
分
、
が
被
害
に
会
い
尊
勝
寺

で
は
講
堂
、

五
大
堂
、
四
面
築
垣
、
西
門
東
塔
九
輪
折
落
し
、
最
勝
寺
は
薬
師
堂
、

三
面
築
垣
が
倒
れ
、
円
勝
寺

⑬

は
築
垣
と
中
御
塔
九
輪
が
破
提
し
た
。

ま
た
次
に
六
勝
寺
の
灰
燈

に
つ
い
て
は
、
承
久
元
年

(
一
二

一
九
)
四
月

二
日
午
前
に
尊
勝
寺
に
金
物
を
盗
り
に
入

っ
た
盗
人
が
放
火
し

て
西
塔
が
焼
け
た

の
に
つ
づ

い
て
、
午
后
近
衛
町
よ
り
火
が
出
て
出
雲
路
東
出
河
原
ま

で
焼

い
た
。

こ
の
と
き
関
白
近
衛
家
実

の
邸
を
始
あ
法
成
寺
南
大
門
、
東
西
門
東
塔
、
惣
社
、
左
右
脇
門
、
祇

図

陀
林
寺
、
河
崎
観
音
堂
、
東
北
院
、
円
勝
寺
塔

三
基
、
鐘
楼
、
西
面
門
、
金
剛
勝
院
等
が
炎
上
し
て
ま
さ
に
天
下

の
大
災
と
な

っ
た
。
ま
た

つ
づ

い
て
こ
の
年
の
十

一
月

㈱
㈹

廿
七
日
に
白
河
附
近
よ
り
火
が
出
て
、
延
勝
寺
塔
、
金
堂
、
成
勝
寺
、
最
勝
寺
塔

三
基
、
金
堂
、
誼
菩
提
院
等
が
放
火

の
た
め
に
灰
儘
に
帰
し
た
。
そ
し
て
こ
の
六
勝
寺

の
炎
上
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
平
安
時
代

に
お
け
る
六
勝
寺

の
滅
亡
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
後
に
法
勝
寺
は
再
建
さ
れ
た

の
ち
九
重
塔
等
も
雷
火
に
よ
る
炎
上
と
再
建
を
く
り
か
え
し
そ
の
結
果
衰
退
の

一
途
を
た
ど
り
、
康
永
元
年

(
=
二
四
二
)

に
い
た

鎌

っ
て
倉
期
に
再
建
さ
れ
た
伽
藍
や
堂
塔
は
尽
く
、
ま
た
灰
儘
に
帰
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
も
の
す
ご

い
状
況
を
太
平
記
は
次
の
如
く
述

べ
て
い
る
。

「庫
水
元
年
三
月
廿
三

・
岡
崎
ノ
翁

ヨ
歯

餐

溝

デ
蓼

轡

マ
リ
ケ
ル
ガ
・
攣

ル
難

.玖

勘
.‡

欝

ヲ
嚢

ア
、
法
勝
寺
ノ
塔
ノ
舞

ノ
上

二
羅

ル
・
影

程
ハ
燈
籠
ノ
火
応

ノ
テ
・
潭
モ
セ
熊

モ
玄
ア
見
ヘ
ケ
ル
ガ
・
寺
中
ノ
窪

身
ヲ
舞

ア
肇

饗

レ
世
筆
醤

キ
陶
モ
ナ
ク
打
瀧
ベ
キ
雪

無

レ
バ
則

塵

壷

.ヲ
ノ
ミ
見
∬

テ
毛
薦

ア
ゾ
善

タ
リ
ケ
ル
・
サ
ル
程
二
轟

豊

匁
ル
簿

二禦

テ
惑

風
天
」
勘
馳

ケ
耳
依

癒

雲
ヲ
葛
テ
翻
ル
色
ハ

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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て

非
想
天
ノ
上
マ
デ
モ
セ

九
轍
ノ
地
二
響

齢

ハ
・
劔
辮

/
底
迄
モ
聞

ヘ
ヤ
ス
ラ
ン
与

ビ
タ

、
シ
・
薦
即
轡

嚇
テ
楚

四
力

肇

レ
バ
、
蚕

・
講

掌

阿
彌
陀
堂

鍵

稗

゜
経
藏

榴゚
醐
喫

驚

馬
ノ
葡
謹

ズ

+
六
間
ノ
賜
卑
.
蒔

ノ
程
二
焼
失
シ
テ
・.
影

叢

ゴ
轡

。
卿

ル
最
中
粥

胃

見
レ
バ
、

煙
の
上

或

ハ
蕪
肇

ル
者
火
ヲ
諸
竺

嘱
カ
ケ
・
或

ハ
斎

ノ
形
ナ
ル
蔦
磯

ヲ
繍
4

ア
・
塔
壷

娯
っア

ヲ
鰐
ケ
ル
ガ
、
金
堂
ノ
鷺

ノ
鶴

ル
ヲ
見
テ
、

高

二
手
ヲ
携
テ
ド
ツ
㌧
㌻

響

碁

鄭

盈

家
面
ヲ
擶

テ
卸

ト
見

ヘ
テ
・
.暫
.ア
レ
バ
拶
礁
弊

五
重
ノ
塔

醍
醐
寺
ノ
七
重
ノ
機

同
時

一露

ケ
ル
事
コ
ソ
不
思
議

ゴ
カ
ウ
ナ
ツ

ホ
フ
メ
ツ

コ
ガ

ヒ
カ

ヘ

ク
ワ
イ

ロ
ク

サ
イ

ア
ヤ
ブ

回
腺

ノ
災

二
世

ヲ
危

メ
リ
。

ナ

レ
。
院

ハ
ニ
條

河
原
デ

マ
御

幸
成

テ
、
法
滅

ノ
煙

二
御
智

ヲ
焦

サ

レ
、

將
軍

ハ
西
門

ノ
前

二
馬

ヲ
馨

ラ

レ
テ
、

.
鵜
.掌

ト
賑

・
四
海
ノ
泰
平
諦

で

響

王
ノ
安
全
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
爲
二
・
白
包
院
鶴

劃
有
シ
勲
堪
也
・
サ
レ
バ
堂
舎
ノ
響

舞

"
講

督

。
奪

癖

ハ
・
金
ヲ
鱗

玉
ヲ
野

・
中
ニ
モ
八
見

奪
ノ
影

ハ
・
撰

.共
穴

+
四
丈
ニ
シ
テ
壷

鍔

爺

蕊

町ノ
謬

羅
ヲ
憲

セ
ラ
ル
・
馨

羅

卿
ナ
ル

コ
ト
ハ
三
國
響

ノ
幟
罵
也
・
幻
箋

掌

樹
甥

レ
シ
時

番

プ

無
懇

滋

ヂ

躍
惣

・
掲
韓
ノ
諺

清

二
、
彰

瞳
.襲

列
見
ヘ
ケ
ル
事
コ
ソ
葎

ナ

コ
グ

ワ
ン
シ
ヨ

ヘ
ン
ジ

ヒ
ト

ヘ

コ
ノ

バ
カ
リ

ア
ル

イ

ヨ
イ

ヨ

ズ
シ
ヅ
カ
ナ
ラ

ア
ツ

レ
。

カ

・
ル
塞
徳
不
思
議

ノ
御

願
所
、

片
時

二
焼
滅

ス
ル
事

、
偏

二
此
寺

計
ノ
荒
廣

ニ
ハ
有

ベ
カ

ラ
ズ
。

只
今

ヨ
リ
後

彌

天

下
不
・
静

シ
テ
、

佛
法

モ
王
法

モ
有

テ

ナ
キ

ゴ

ト
ク

カ
ネ

ア
ラ

ハ

ナ
ゲ
カ

ナ
カ

無
ガ
如

ニ
ナ
ラ

ン
。

公
家

モ
武

家

モ
共

に
衰
微

ス
ベ

キ
前

相

ヲ
、
条

テ
呈

ス
物
也

ト
、

歎

ヌ
人

ハ
無
リ
ケ

リ
。
」
㈹

そ

し
て

こ
こ
に
お

い
て
旧
観

は
滅
し

て
も
と

の
如
く
再

建

さ
れ
る

こ
と

は
な

か

っ
た
。

ω
小
論

「
藤
原
氏
の
氏
寺
と
天
台
宗
の
進
出
に
つ
い
て
」
大
手
前
女
子
大
学
論
集
第
十
二
号
六
〇
頁
参
照

ω
扶
桑
略
記
第
三
十

承
保
三
年
十
二
月
十
八
日
条

㈹
待
賢
門
院
奉
名
白
河
院
追
善

(本
朝
績
文
粋
巻
十
三
)

ω
本
朝
文
集
第
四
十
九

白
河
天
皇
六
条
御
堂
発
願
文

㈲
小
著

「
東
大
寺
の
歴
史
」

一
一
〇
頁
⑥
東
大
寺
宗
性
上
人
の
研
究
と
史
料

〔上

・
中

・
下
〕
平
岡
定
海
著
参
照

ω
㈹
釈
家
官
班
記
下

㈲
法
成
寺
金
堂
供
養
願
文

(治
安
二
年
七
月
十
四
日
)
本
朝
文
集
第
四
十
五
一
八
七
頁

ω
小
論

『
四
円
寺
考
」
、
古
代
史
論
叢

(前
掲
)
四
七
七
頁

ω
朝
野
群
載

(大
系
本
)
二
、
法
勝
寺
御
塔
供
養
究
願
文

⑫
国
宝
安
楽
寺
八
角
三
重
塔
、
鎌
倉
時
代

㈱
白
河
法
皇
八
幡

一
切
経
供
養
願
文

(本
朝
続
文
粋
十
二
)
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¢の
中
右
記
大
治
四
年
七
月
十
五
日
条

㈲
栄
花
物
語
三
十
九
布
び
き
の
瀧

(日
本
古
典
文
学
大
系
本
)

つ
ぎ
に
そ
の
本
文
を
示
し
、
そ
こ
に
法
勝
寺

の
伽

藍
の
様
相
が
か
な
り
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

白
河
殿
と
て
宇
治
殿
窮

野

ぜ
さ
せ
給
し
所
に
・
故
女
院
も
お
は
し
ま
し
養

蒜

あ
り
な
ど
い
ひ
し
所
を
・
御
鐵

て
さ
せ
倫

こ
の
二
年
ば
か
り
受
領
ど
も
弾

て
、
金
堂

は
播
磨
守
爲
家
ぞ
濁
り
け
る
・
御
堂
も
佛
も
な
べ
て
な
ら
ず
誉

に
お
は
し
手

痴

く
と
鎧
ぎ
響

せ
給
て
・
+
月
廿
鰍
日
供
蓉

さ
せ
給
に
、
中
宮
も
潔

り
せ
給
べ
く
申

さ
せ
給

ら
ん

わ

た

く
も
り

を
、
さ
ら
で
も
と
お
ぼ
し
め
し
た
れ
ど
、

「か
ば
か
り

の
大
事
に
、
い
か
で
か
は
御
覧
ぜ
で
は
」
と
、
せ
め
て
申
さ
せ
給

へ
ば
、
渡
ら
せ
給
。
い
と
め
で
た
し
。
曇
な
き
庭

に
、
紅
葉
、

穀
の
色
く

醸
な
紮

慕

隷

農

ひ
た
ら
ん
と
影
え
て
・
所
が
翫

郵

」

御
堂
の
け
蘇
つ
も
の
ー

し
き
が
・嫉

い
つ
棘
郵

り
立
て
ら
れ
た
る
に
、
舞

か
塩

潔

さ

れ
た
る
鶴
翫

難

ど
・
箋

に
た
が
ふ
所
な
げ
奄

瑠
璃
の
地
に
嚢

の
婆

な
ど
鉱

か
ぬ
ば
か
り
な
り
・
池
の
藩

麹

倹

艦
鞭

抽
た
ぬ
辱

る
事
ぞ
な
か
り
け
れ
ζ

麓
震

け
た
る
審

と
ぐ

し
窯

箏

嶽

蝿
の
警

鞍

た
る
響

い
み
じ
う
臨
聖

三
百
人
の
檜
伽馨

く
舞

ざ

行
導

稗

な
燕

し
婬

て
千
人
の
曾
も
糠
み
つ
べ

し
゜
わ
ら
は
べ
花
撫

り
て
識

き
た
る
も
お
か
レ
つ
恥
ゆ
・
無

な
ど
繕

も
い
と
め
で
た
し
・
別
當

検゚
校
よ
り
は
じ
め
て
・
寺
主
・
借

な
に
か
な
ど
な
り
.
購

菊
よ
り
な

ζ

い
と
あ
で
た
し
・
い
た
凌

鄭
け
て
ぞ
融

り
せ
給
箋

い
か
で
か
く
お
ぼ
し
め
し
書

せ
給
け
死

御
慨
も
灘
く
お
は
し
ま
ま

位
に
て
舞

し
う
も
な
ら
せ
給
は
ぬ
を
、
げ
に

み

お
こ
な
つ
と

ぐ

つ
く

え
造
ら
せ
給
は
じ
と
ね
た
が
り

「
天
狗
、

さ
き
の
世
よ
り
お
ぼ
し
め
し
け
る
御
願
に
こ
そ
と
そ
見
え
さ
せ
給

へ
る
。
供
檜
に
や
む
事
な
き
僧
綱
な
ど
な
り
て
、
供
養
法
行
ひ
勧
め
け
り
。

す

い
ふ
」
と
き
＼
し
か
ど
、
か
く
て
供
養
も
過
ぎ
ぬ
め
り
。
」

㈲
㈲
に
全
じ
、
四
六
四
頁

⑰
小
論

「
御
願
寺
に
お
け
る
真
言
宗
の
進
出
に
つ
い
て
」

『続
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
四
四
八
頁

⑱
栄
花
物
語
十
五

⑲
大
正
蔵
十
二
、
三
六
五
、
仏
説
無
量
寿
経

⑳
ω
に
全
じ

⑳
中
右
記
康
和
四
年
七
月
廿

一
日
条

働
殿
暦
元
永
元
年
十
二
月
十
七
日
条

㈱
本
朝
文
粋
十
二
敦
光
朝
臣
円
勝
寺
供
養
叩几
願
文

(大
治
三
年
三
月
十
三
日
)

圃
百
練
抄
第
六

保
延
五
年
十
月
廿
六
日
条

㈱
成
勝
寺
供
養
式

(続
群
書
類
従
二
十
六
輯
下
)

㈱
平
安
遺
文
十
五
〇
九
八
号

⑳
本
朝
世
紀
光
二

久
安
三
年
六
月
十
七
日
条

㈱

全
右

計
五

久
安
五
年
三
月
廿
日
条

⑳
百
練
抄
第
七

長
寛
元
年
十
二
月
廿
六
日
条

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

ま
た
こ
の
六
勝
寺
の
創
建
等
の
こ
と
に
つ
い
て

「京
都
の
歴
史
」
の
な
か
で
は
村
井
康
彦
氏
が
詳
細
に

「六
勝
寺
と
鳥
羽
殿
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

㈲
玉
葉
巻
四
十
二
、
元
暦
二
年
七
月
九
日
条

⑳
山
塊
記

元
暦
二
年
七
月
九
日
条

㈱
方
丈
記

(日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
二
頁
)

㈱
吉
記

元
暦
二
年
七
月
九
日
条

岡
仁
和
寺
日
次
記

承
久
元
年
四
月
二
日
条

㈲
百
練
抄
第
十
二

承
久
元
年
四
月
二
日
条

岡
百
練
抄
十
二

承
久
元
年
十

一
月
廿
七
日
条

⑳
太
平
記
二
十

一

法
勝
寺
塔
炎
上
事

三

、

六
勝

寺

成

立

の
意

義

六
勝
寺
建
立
の
意
義
に
つ
い
て
、
竹
内
理
三
氏
は
院
政
期
の
寺
院
を
分
け
て
ω
門
徒
寺

ω
氏
寺

㈹
院
願
寺
と
し

て
、
門
徒
寺
は
門
跡
寺
院
と
理
解
さ
れ
、
氏
寺
は

貴
族
を
檀
越
と
し
て
持

つ
寺
院
を
意
味
し
院
願
寺
は
六
勝
寺
を
指
す
も

の
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
六
勝
寺
を
院
願
寺
と
規
定
す

べ
き
か
ど
う
か
に
つ

い
て
私
は
疑
問
を
持

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
中
右
記
の
大
治
四
年

(
一
一
二
九
)
七
月
十
五
日
の
白
河
法
皇
御
葬
送
の
こ
と
の
記
事
の
な
か
に

「
暉
定
法
王
御
在
位
間
希
代
勝
事

嵯
峨
御
幸
、
殿
上
賭
射

法
勝
寺
、
白
河
御
堂
、
誰
金
剛
院
鳥
羽

毎
需
巫
社
立
塔
婆
其
数
敷
多

む

　

　

　

　

　

　

　

む

む

　

む

む

凡
錐
尊
勝
寺
、
最
勝
寺
、
円
勝
寺
皆
出
徒
法
王
御
慮
也

御
在
位
十
四
年

院
号
後
四
十
三
年
、
政
出
自
叡
慮

全
不
依
相
門
」

と
白
河
法
皇
の
政
治
は
す
べ
て
法
皇
自
身

の
考
え
に
よ

っ
て
他
の
人
々
の
口
入
を
許
さ
な
か

っ
た
と
述

べ
法
勝
寺
大
乗
会
の
結
願
文
に
も

帽
方
今
此
會
者
。招
二繹
門
之

ω

福
鍵
述
究
二
法
水
之
淵
源
刈恭
出
二
叡
誠
↓
妙
叶
二
佛
智
↓
非
二
且
人
事
之
勝
築
弍
建
斯
佛
法
之
中
興
也
。
」
ま
た
円
勝
寺
等
も
法
皇

の
叡
慮
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
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い
る

こ
と
を
重
視
し
て
竹
内
氏
は
成
勝
寺
や
延
勝
寺
を
建
て
ら
れ
た
崇
徳
天
皇
や
近
衛
天
皇
の
立
場
よ
り
も
鳥
羽
上
皇
の
立
場
が
よ
り
専
断
的
で
強
力

で
あ

っ
た
た
め

こ

○

○

°

o

的

れ
ら

の
状
況
よ
り
し
て

一
崇
徳
、
近
衛
両
帝

の
鳥
羽
上
皇
院
政
下
に
於
け
る
境
遇
を
考
え
て
見
れ
ば
、

い
つ
れ
も
こ
れ
を
院
御
願
寺
と
す
べ
き
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
L
と

六
勝
寺
を
実
質
的
立
場
よ
り
院
御
願
寺
す
な
わ
ち
院
願
寺
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
村
井
康
彦
氏
は
⊥ハ
勝
寺

に
つ
い
て
愚
管
抄
の

「
国
王
の
氏
寺
」
と

の
説
を
引
用
し
て

「
法
勝
寺
は
従
来
の
仏
教
の
縮
合
が
じ

つ
に
法
勝
寺
で
あ

っ
た
。

(中
略
)

当
寺
が
金
堂
を
中
核
と
し
て
い
る
処
に
あ
る
種
の
国
家
的
意
織
の
昂
揚
が
看
取
さ
れ
る
。

(
中
略
)
し
か
し
法
勝
寺

に
そ
う
し
た
国
家
的
性
格
が
認
め
る
と
し
て
も
、
す

で
に
鎮
護
国
家
を
祈
り
王
法
仏
法
を
う
た

っ
た
天
平
仏
教

の
再
現
で
な
い
。
天
皇
家

の
御
願
寺
と

い
う
限
定
さ
れ
た
性
格
も
ま
た
否
定
し
が
た
い
。
そ
の
点
、
先
に
引
用
し

た
よ
う
に

『
愚
管
抄
」
が
当
寺
を
称
し

て

『
国
王
ノ
氏
寺
」
と
し
た
の
は
ま
こ
と
に
適
切
な
表
現
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
菊
地
勇
次
郎
氏
も
平
安
仏
教
の
展
開

(
日

本
仏
教
史

・
古
代
篇
)

の
な
か
で
国
王
の
氏
寺
建
立
と
題
を
か
か
げ
、

「
院
政
時
代
に
入
る
と
、
私
寺

の
建
立
は
藤
原
氏
に
代
わ
る
政
治
の
中
心
、
院
政

の
主
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
た
。

(中
略
)
天
台

・
墓

言
の
両
宗
は
、
そ
の
祈
祷
性
の
ゆ
え
に
皇
族
を
造
寺
の
願
主
と
し
、

「
国
王
の
氏
寺
」
を
頼
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
寺

と
は
い
え
再
び
国

家
的
宗
教
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
院
願
寺
、
国
王
の
氏
寺

の
二
説
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
造
寺
の
主
動
性

は
院
政
で
あ
る
以
上
院
の
指
導

の
も
と
に
造
寺
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を

以
て
院
願
寺
、
ま
た
は
院
御
願
寺
と
速
断
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
何
と
な
れ
ば
建
立
さ
れ
た
時
期
は
す
べ
て
天
皇

の
在
位
中
に
建
て
ら
れ
、
法
勝
寺
に
し

て
も
白

河

院
が
白
河
天
皇
と
し
て
在
位
中
で
あ
り
、
最
勝
寺
に
お
い
て
も
鳥
羽
天
皇

の
在
位
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
あ
き
ら
か
に
退
位
後
の
寺
院
で
な

い
以
上
院
願
寺

で

は
な
く
、
勅
願
寺
の
性
格
を
も

っ
た
御
願
寺

で
あ
る
。
法
勝
寺
の
木
作
始

の
法
勝
寺
の
寺
名
決
定
以
前

に
お
い
て
は

「
白
河
御
願
寺
立
柱
上
棟
」
と
か
、
法
勝
寺
御
塔
供

養
呪
願
文
に

「
聖
上

殊
二
廣
沖
↓

建
二
大
伽
藍
皿

号
二
法
勝
寺

一」
と
あ

っ
て
、
法
勝
寺
は
白
河
天
皇
の
御
願
寺

で
、
勅
願
寺
的
性
格
が
強

い
。
し
か
し
平
安
以
前

の
勅

願
寺
と
は
そ
の
性
格
は
異
り
、
法
成
寺

で
藤
原
道
長
が
行

っ
た
よ
う
な
阿
弥
陀
堂
の
附
近
に
御
所
を
し

つ
ら
え
て
往
生
を
願
う
御
室
的
性
格
も
附
加
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
五
月
廿

三
日
に

閨
白
河
御
願
阿
弥
陀
堂
」
が

「
白
河
御
願
寺
」

の
寺
域
内

に
建

て
ら
れ
六
月
廿
九
日
に
は

[
被
レ
築
二
白
河

御
殿

阿
弥
陀
堂

　

　

む

む

　

壇
」
が
き
つ
か
れ
る
な
ど
白
河
御
願
寺
の
上
棟
と
共
に
阿
弥
陀
堂
が
ま
ず
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
も
白
河
御
願
寺
と
称
し
て
白
河
天
皇
の
御
願
寺

で
あ
る
こ

と
を
明
示
し

て
い
る
。

つ
ぎ
に
尊
勝
寺
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と

「
新
御
願
」

「
新
御
願
寺
上
棟
」
と
か
康
和
四
年

(
=

〇

二
)
七
月
廿

一
日
の
尊
勝
寺
供
養
会

に
際
し

て

「
今
日
白
河
新

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六

勝

寺

の
成

立

に

つ
い

て

紛

o

Q

o

o

御
願
寺

号
尊
勝
寺

供
養
会
也
」
と
か

「
馳
参
御
願
寺
」
と
称
し
て
尊
勝
寺
の
場
合
も
新
御
願
寺
と
述
べ
て
堀
河
天
皇
の
新
し
い
御
願
寺
と
し
て
成
立
し
た

こ
と
を
あ
ら
は

　

む

　

む

　

む

む

ゆ

し
て
い
る
。
ま
た
最
勝
寺
に
お
い
て
も

「
於
白
川
新
御
願
寺
有
最
勝
講
御
読
経
云
云
」
と
ま
た
白
川
新
御
願
寺
と
称
し
て
い
る
。
さ
ら
に
円
勝
寺
の
場
合
も

「
法
勝
、
最

㎝

勝
蓮
宮
ト
レ
隣
、
三
層
五
層
華
塔
接
レ
瑚
、
就
二
斯
吉
土

[」
と
、
待
賢
門
院
の
御
願
寺
で
あ
る
け
れ
ど
も
こ
れ
も
や
は
り
白
河
御
願
寺
と
称
さ
れ
た
。

む

　

む

む

む

こ
と
に
延
勝
寺
に
お

い
て
も
、
そ
の
木
作
や
供
養
に
先
立

っ
て

「
新
御
願
寺
」
と
称
し
、
ま
た

「
御
願
延
勝
寺
供
養
」
と
称
し
、
寺
名
が
決
定
し
な
い
以
前
は
新
御
願

寺
で
あ

っ
た
。

こ
と
に
こ
の
延
勝
寺
の
供
養
に
際
し
て
の
日
時
決
定
に
つ
い
て
差
出
さ
れ
た
陰
陽
寮
か
ら
の
通
達
に
つ
い
て
も
、

陰
陽
寮

澤
申
可
レ被
レ
供
判
養
新

御
願
寺

一日
時

今
月
廿
日
壬
寅

時
午

二
貼

久
安
五
年
三
月
八
日

雅
樂
頭
条
主
計
助
灌
陰
陽
博
士
安
倍
朝
臣

象

助

象

椹

天

文

博

士

安

倍

朝

臣

頭

条

灌

暦

博

士

賀

茂

朝

臣

働

と
あ
き
ら
か

に
六

つ
の
寺
は
新
御
願
寺
と
あ

っ
て
、
六
勝
寺
の
寺
名
が
決
定
し
な
い
以
前
は
す
べ
て
新
御
願
寺
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
六
勝
寺
に

つ
い
て
は
在

位
の
天
皇
の
勅
願
に
も
と
つ
い
て
岡
崎
周
辺
に
建
立
さ
れ
た
勅
願
寺
的
性
格
を
帯
び
た
御
願
寺

で
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
と
え
背
景
に
あ
る
院
の
潜
在

的
支
配
権
の
反
応
に
よ
る
と
考
え
て
も
、
表
面
上
は
や
は
り
御
願
寺
と
理
解
す
る
の
が
正
当
と
考
え
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

ま
た

つ
ぎ
に
愚
管
抄

の
著
者
の
慈
圓
が
述

べ
て
い
る
国
王
の
氏
寺
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

白
河

二
法
勝
寺
タ
テ
ラ
レ
テ
國
王
ノ
ウ
ヂ
寺

二
是

ヲ
モ
テ
ナ
サ
レ
ケ

ル
ヨ
リ
、
代

々
皆
此
御
願
ヲ
ツ
ク
ラ
レ
テ
、
六
勝
寺
ト
イ
フ
白
河
ノ
御
堂
大
伽
藍
ウ
チ
ツ
ヅ
キ

ア
リ
ケ
リ
。
ホ
リ
カ

ハ
ノ
院

ハ
尊
勝
寺
、
鳥
羽
院

ハ
最
勝
寺
、
崇
徳
院

ハ
成
勝
寺
、
近
衛
院

ハ
延
勝
寺
、
是

マ
デ

ニ
テ
後

ハ
ナ
シ
。
母
后

ニ
テ
待
賢
門
院
ノ
円
勝
寺

ヲ
加

ヘ
テ
六
勝
寺
ト
イ
フ
ナ
ル
ベ
シ

㈲

こ
の
意
見
は
辻
善
之
助
氏
や
多
く

の
学
者
が
認
あ
こ
の
院
政
期

の
御
願
寺
を
天
皇
が
藤
原
氏
の
氏
寺
に
似
せ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
概
念

の
も
と
に
こ
れ
ら
六
勝
寺
を

始
め
と
し
て
御
願
寺

の
変
遷
を
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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私
は
こ
れ
は
や
は
り
慈
円
が
藤
原
氏
出
身
の
貴
族
で
あ
る
た
め
に
氏
寺
的
理
解
の
も
と
で
、
六
勝
寺

の
位
置
を
意
義
ず
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
も
し

氏
寺
と
い
う
な
ら
ば
国
王
す
な
わ
ち
天
皇
は
氏
長
者
に
位
置
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
院
、
い
わ
ゆ
る
上
皇
が
氏
長
者
に
当
る
の
か
、
こ
の
国
王
の
氏
寺

の
氏
寺
に
対
す
る

適
切
な
理
解
を
明
確
に
し
な
い
と
こ
ろ
に
六
勝
寺
を
単
に
国
王
の
氏
寺
と
理
解
す
る
薄
弱
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
氏
寺

で
あ

っ
た
法
成
寺
の
意
義
を
考
え
て
み
る
と
き
、
法
成
寺
金
堂
供
養
願
文
に

我
法
可
二
久
弘
紹
王
燭
長
明
。
我
寺
可
二
長
興
幻
長
秋
共
二
其
徳
鱒
少
陽
重
二
其
明
幻准
后
之
家
。
囁
鎮
之
寄
。
及
亟
相
納
言
。
男
女
子
孫
。
氏
族
繁
昌
。

其
麗
不
レ
億
。
亦
合
契
之
尊
卑
。
同
志
之
緬
素
。
各
蛮
二
聲
華
之
榮
司
共
詣
二
菩
提
之
縁
叩
乃
至
四
生
六
趣
。
百
界
千
如
。忽
入
二
抜
苦
解
脱
之
門

一。
日

遊
二
極
樂
功
徳
之
界
刃
㈹

我
寺
長
く
興
し
て
子
孫
繁
栄
し

て
氏
族
繁
昌
を
求
め
た
い
と

い
う
道
長
の
願
意
は
法
成
寺
が
藤
原
氏
の
氏
寺
に
ふ

さ

わ

し

い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

っ

て
、
国
ギ

の
氏
寺
と
い
う
国
王
個
人
の
子
孫
繁
昌
を
求
め
る
願
意
は
法
勝
寺

の
種

々
の
願
文
に
見
当
ら
な
い
し
、
法
勝
寺
を
法
成
寺
成
立
と
同
義
に
理
解
す
る
こ
と
は
適

当

で
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
私
は
中
石
記
や
、
そ
の
他
の
記
録
に
よ

っ
て
伝
え
て
い
る
六
勝
寺
を
御
願
寺
と
ま
と
も
に
正
し
く
理
解
す
る
の
が
至
当
と
考
え
る
。
そ
れ
は
天
皇
代

々
の
御

願
寺
で
あ
り
建
立
さ
れ
る
と
き
は
す

べ
て
新
御
願
寺
と
称
し

て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
そ
し
て
新
御
願
寺
が
発
足
し
た
と
き
に
寺
名
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
や

は
り
六
勝
寺
は
御
願
寺

で
あ
る
と
同
時

に
非
常

に
勅
願
寺
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
天
台
、
真
言
を
中
心
と
す
る
密
教
的
な
性
格
を
強
く
も
ち

つ
つ
、
そ
の

性
格
と
し
て
、
寝
殿
的
伽
藍
で
あ
る
法
成
寺
を

モ
デ

ル
と
し
た
伽
藍
形
式
を
も

っ
て
い
る
た
め
国
王
の
氏
寺
と
称
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
は
ま
た
法
勝
寺

の
三
講
制
度
の
導
入
に
よ

っ
て
も
う
か
が
え
る
し
、
尊
勝
寺

や
最
勝
寺
に

つ
い
て
も

尊
勝
寺
。

長
治
元
年
。
三
月
甚

日
。於
・鶴

寺
・始
被
・修

結
縁
灌
項

始
大
阿
閣
梨
覧
行
親
王
賜
・勧
算

繍

瀦

盤

曝

小
阿
閣
梨
寛
智
任
二
椹
律
師
司
當
座

自
今
己
後
。
東
寺
天
台
各
両
年
准
二
三
會

二
會
弔
可
レ
被
レ
任
二
曾
綱

一之
由
宣
旨
。
永

久
元
年
九
月
廿
五
旦

.百
日
。
偏
天
ム
・
爾
。
延
暦
園
城
。
可
・
勤
・
之
。
云
云
。
循
自
今
以
後
東
寺
不
勤

此
御
願
融

聾

蝶

今
年
大
阿
闇
梨
座
主
。
法
印
標
大
檜
都
。
山
。
仁
豪
小
阿
閣
梨
。
山
。
嚴
行
。

六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
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六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て

最
勝
寺
。

保
安

三
年
十

二
月
廿
五
日
。
被
二
始
行
二
結
縁
灌
頂
↓尊
勝
寺
大
小
阿
闇
梨
渤
レ
之
。
巳
後
付
二尊
勝
寺
大
小
阿

閣
梨

一可
レ
行
三
姻
界

一之
由
宣
下
。
云
云
。
大
阿
闊
梨
灌
大
僧
都
。
寺
。
公
伊
小
阿
闇
梨
。
寺
。
慶
實
。
内
供
奉
。

圃

と
あ
る
如
く
最
勝
寺
の
結
縁
灌
頂
を
修
し
た
も

の
は
三
会

二
会

に
准
じ
て
僧
綱
に
任
ぜ
ら
れ

こ
れ
ま
た
密
教
の
登
龍
門
と
な
り
東
寺
と
天
台
よ
り
補
任
さ
れ
た
が
、
東

寺
は
し
り
ぞ
け
ら
れ

て
山
門
の
み
と
な
り
、
最
勝
寺
は
尊
勝
寺
に
附
属
し

て
結
縁
灌
頂
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
六
勝
寺

へ
の
天
台
密
教

の
進
出
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
ま
た
六
勝
寺
が
勅
願
寺
的
御
願
寺
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
僧
綱
昇
進
と
寺
院

の
法
会
を
強
く
結
び

つ
け
た
の
で
あ

っ
て
、
院
の
私
寺
と
見
る
べ
き

で
な
く
、
院
の
私
寺
は
安
楽
寿
院
や
蓮
華
王
院
、
法
金
剛
院
等
に
於
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
六
勝
寺
を
建
立
す
る
に
当

っ
て
は
、
国
家

の
経
済
を
動
か
し
て
建
立
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
建
立
の
方
法
や
、
寺
院
管
理
の
あ
り
方
、
主
導
的
立
場
の
性
格
に

つ
い
て
さ
ら
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
の
で
あ

っ
て
、

六
勝
寺
の
成
立
は
私
は
御
願
寺
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
建
立
の
方
法
や
、
経
済
的
基
礎

の
樹
立
、
さ
ら
に
は
院
別
当
の
高
階
氏
や
、
知
行
国
、
庄
園
等

の
開
腓

す
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
奈
良
時
代
よ
り
の
古
代
寺
院

の
あ
り
方
で
な
く
、
よ
り
改
変
さ
れ
た
院
政
政
権

の
独
自
の
形
体
を
そ
な
え
、
そ
れ
は
寺
院
の
創
建
に
あ
た

っ
て
知

行
国
制
に
も
と
ず
く
基
盤

や
院
領
の
集
積

の
う
え
に
建
て
ら
れ
て
、
あ
る
と
き
に
は
院
政
政
権
の
経
済
的
カ
ク
レ
ミ
ノ
的
な
様
相
さ
え
示
し
、
院
御
領
の
形
成
に
少
か
ら

ず
役
立

っ
て
い

っ
た
の
が
六
勝
寺
で
あ

っ
て
、

こ
こ
に
こ
そ
院
政
期
に
お
け
る
六
勝
寺

の
性
格
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
六
勝
寺
は
院
御
願
寺

で
も
な
く
、
国
王

の
氏
寺
で
も
な
く
、

正
し

い
意
味

の
御
願
寺
と
し
て
四
円
寺
の
伝
統
を
受
け

つ
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
性
格
と
構
造
に

つ
い
て
さ
ら

に
論
を
改
あ
て
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

ω
中
右
記
大
治
四
年
七
月
十
五
日
条

ω
本
朝
文
集
第
五
十
三

法
勝
寺
大
乗
会
結
願
文

㈲
竹
内
理
三
氏

「律
令
制
と
貴
族
政
権
」
1
六
勝
寺
建
立
の
意
義
-
五
六

一
頁
参
照

ω
京
都
の
歴
史

(
皿
)
六
勝
寺
と
鳥
羽
殿

(村
井
康
彦
氏
担
当
)

一
二
二
頁
参
照

㈲
扶
桑
略
記
第
三
十

承
保
二
年
八
月
十
三
日
条
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㈲
朝
野
群
載
巻
二
法
勝
寺
御
塔
供
養
叩几
願
文

ω
法
勝
寺
金
堂
造
営
記
及
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
造
立
口
時
定

㈲
殿
暦
康
和
四
年
六
月
廿
九
日
条

⑧
中
右
記
康
和
四
年
七
月
廿

一
日
条

⑩
全
右

一兀
・永
二兀
年
十

一
月
廿
二
日
条

⑪
本
朝
続
文
粋
十
二
円
勝
寺
供
養
究
願

02
本
朝
世
紀
第
三
十
五
久
安
五
年
三
月
八
日
条

㈹
愚
管
抄
巻
四
別
帳

qの
本
朝
文
集
第
四
十
五
法
成
寺
金
堂
供
養
願
文

(治
安
二
年
七
月
十
四
日
)

㈲
釈
家
官
班
記
下

(群
従
本
)
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